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第１章 計画の概要 

 

１ 計画策定の背景 

我が国では、現在、核家族化の増加、地域社会の希薄化、貧困や虐待、いじめの問

題等、子どもと家庭を取り巻く状況は大きく変化しています。 

このような状況下で、「子どもは社会の希望であり、未来をつくる力である。その健

やかな育ちや子育てを支えることは、一人ひとりの子どもや保護者のみならず、未来

のために、社会全体で取り組むべき最重要課題である。」との認識のもとで、平成 27

（2015）年度に子ども・子育て支援新制度が開始され、同年に閣議決定された「少子

化社会対策大綱」では、多大な影響を及ぼす少子化により、危機的状況にあるとの認

識に立ち、結婚、妊娠、子ども・子育てに温かい社会の実現をめざし、子育て支援施

策を一層充実させるものとされました。 

平成 29（2017）年６月には社会問題化している待機児童の解消と、女性の就業率

向上を目指した「子育て安心プラン」が公表され、社会の様々な分野で女性が活躍す

ることに大きな期待がかけられており、実際に、本市においても子育て世代にある女

性の就労は年々進んでいます。 

そして、同年 12 月には「新しい経済政策パッケージ」が閣議決定し、政策資源の投

入がなされ、平成 30（2018）年９月には、全ての就学児童が放課後を安心して過ご

せるよう「新・放課後子ども総合プラン」が策定されました。また、令和元（2019）

年10月からは少子化対策の一環として、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、

「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。 

本市では、平成 27（2015）年３月に子ども・子育て支援法に基づく「小山市子ど

も・子育て支援事業計画」を策定し、子どもの健やかな成長を支援することや、教育・

保育ニーズの整備、社会基盤の構築やワーク・ライフ・バランスを実現するための意

識改革等に努めてまいりました。 

この度、「小山市子ども・子育て支援事業計画」が最終年度を迎え、近年ますます拍

車がかかり、社会問題化している少子化に歯止めをかけ、「出会い」から「結婚」、そ

して「子育て」を確実に支援していくこと、また、子どもの育ちや子育てをめぐる課

題に広い視野で取り組む「第２次小山市子ども・子育て支援事業計画」を策定します。  
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第６１条の規定に基づく「市町村子ども・子育て

支援事業計画」となります。本市のまちづくりの最上位計画である「小山市総合計画」

に基づく部門別計画として、第１次計画での施策や事業の課題や評価を反映し、子ど

も・子育て支援事業に関する事項を定めることや、「小山市保育所整備計画」を内包し、

「第２次小山市子どもの貧困撲滅５か年計画」及び「第２期小山市児童虐待・ＤＶ対

策基本計画」をはじめとする関連計画との調和が保たれるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間とし

ます。 
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第２章 小山市の現況 

１ 統計からみた本市の現状 

（１）人口の推移 

平成 26（2014）年から平成 31（2019）年を比較すると、総人口は 1,989 人増加

しています。 

０～14 歳までの年少人口、15 歳～64 歳までの生産年齢人口はともに減少傾向で

推移していますが、65 歳以上の高齢者人口は増加しています。 

 

【小山市の総人口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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（２）出生数の推移 

出生数は、減少傾向で推移しており、平成 30（2018）年では 1,274 人となってい

ます。 

また、合計特殊出生数は、国・県と比較すると低くなっています。 

 

【小山市の出生数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【合計特殊出生率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栃木県保健統計年報 

 

※合計特殊出生率：15 歳から 49 歳の女性の年齢別出生率を合計した指標のこと。ひとりの女性が平均して一

生の間に何人の子どもを産むかを表す。  

市のＨ30 年のデータは発表後追加 

1.45 

1.37

1.40

1.36

1.46 

1.49

1.46
1.45

1.44

1.42 

1.45 1.44

1.43
1.42

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

小山市 栃木県 全国



5 

（３）児童人口推計 

令和２（2020）年から令和６（2024）年までの児童人口推計をみると、減少傾向で

推移することが見込まれます。 

【小山市の児童人口推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳を基にしたコーホート変化率法にて推計 

 

（４）婚姻の動向 

➀婚姻数と婚姻率※の推移 

婚姻数と婚姻率は、年々減少傾向で推移しています。 

また、婚姻率を国・県と比較すると、平成 30（2018）年では全国より低く、栃木

県より高い水準にあります。 

区分 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

小

山

市 

婚姻数 936 834 858 821 809 753 

婚姻率 5.7 5.0 5.2 4.9 4.8 4.5 

栃

木

県 

婚姻数 10,152 9,770 9,452 9,321 8,787 8,182 

婚姻率 5.2 5.0 4.8 4.7 4.6 4.3 

全

国 

婚姻数 660,594 643,740 635,096 620,523 606,863 586,438 

婚姻率 5.3 5.1 5.0 5.0 4.9 4.7 

※人口千人対 

※資料：小山市統計 
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②未婚率の推移 

未婚率は、男女ともに増加傾向にあります。平成 17（2005）年から平成 27（2015）

年の 10 年間で、45～49 歳の男性では 8.2 ポイント、女性では 7.9 ポイント上昇し

ています。 

【小山市の未婚率（男性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20～24 歳 25～29 歳 30～34 歳 35～39 歳 40～44 歳 45～49 歳 

2005 年 92.1％  66.6％  45.9％  28.7％  21.5％  17.3％ 

2010 年 91.0％  67.1％  45.8％  34.2％  27.7％  22.1％ 

2015 年 90.5％  68.0％  46.0％  35.2％  29.5％  25.5％ 

 

【小山市の未婚率（女性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20～24 歳 25～29 歳 30～34 歳 35～39 歳 40～44 歳 45～49 歳 

2005 年 84.6％  52.3％  27.2％  14.8％  8.3％  5.5％ 

2010 年 86.0％  53.4％  29.6％  19.0％  14.0％  8.7％ 

2015 年 86.7％  52.9％  30.9％  20.6％  15.9％  13.4％ 

資料：国勢調査 
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③平均初婚年齢の推移 

平均初婚年齢は、男女ともに年齢が上がっており、平成 24（2012）年と平成 29

（2017）年を比較すると男性では 0.5 歳、女性では 0.6 歳上昇しています。 

 

【平均初婚年齢（男性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平均初婚年齢（女性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栃木県保健統計年報 
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④50 歳時未婚率 

平成 27（2015）年の 50 歳時未婚率を県・全国と比較すると、男性では県より低

く、全国より高くなっており、女性では全国より低く県より高くなっています。 

 

【50 歳時未婚率（男性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【50 歳時未婚率（女性）】 
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（５）女性の就業状況 

女性の年代別就業率をみると、出産・育児期に低下し、40 歳代で再び上昇すること

で描かれる M 字カーブは緩和されてきていることがみてとれます。 

また、就業率を平成 27（2015）年と平成 17（2005）年を比較すると、20 歳～24

歳では 1.5 ポイント、25～29 歳では 0.2 ポイント減少しているのに対し、30 歳～

34 歳では 5.1 ポイント、35 歳～39 歳では 4.8 ポイントそれぞれ増加しています。 

 

【小山市の女性就業率】 
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2015 年 12.1 58.4 64.3 61.8 63.5 68.6 70.8 70.0 64.0 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

  

12.1

58.4

64.3
61.8

63.5

68.6
70.8 70.0

64.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳

（％）

2005年 2010年 2015年



10 

資料：こども課（各年４月１日現在） 

２ 教育・保育、地域子ども・子育て支援等の現状 

（１）保育園（所）施設・幼稚園の状況 

➀保育園（所） 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

公立 

施設数（か所） 12 12 11 11 10 

定員数（人） 920 920 830 830 740 

入所児童数（人） 812 776 701 652 591 

入所率（％） 88.3 84.4 84.5 78.6 79.9 

私立 

施設数（か所） 22 21 22 23 24 

定員数（人） 1,290 1,305 1,490 1,550 1,630 

入所児童数（人） 1,411 1,415 1,472 1,494 1,582 

入所率（％） 111.7 108.4 98.8 96.4 97.1 

合計 

施設数（か所） 34 33 33 34 34 

定員数（人） 2,210 2,225 2,320 2,380 2,370 

入所児童数（人） 2,223 2,191 2,173 2,146 2,173 

入所率（％） 100.6% 98.5% 93.7% 90.2% 91.7% 

資料：こども課（各年４月１日現在） 

 

②幼稚園 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

私立 

施設数（か所） 20 19 12 10 7 

定員数（人） 3,955 3,955 2,880 2,415 2,030 

入所児童数（人） 2,927 2,876 2,403 2,016 1,746 

入所率（％） 74.0 72.7 83.4 83.4 86.0 

資料：こども課（各年５月１日現在） 

 

③認定こども園 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

施設数（か所） － 1 7 9 11 

1 号認定 

定員数（人） － 25 400 745 915 

入所児童数（人） － 22 381 684 803 

入所率（％） － 88.00 95.25 91.81 87.76 

2 号認定 

定員数（人） － 30 116 180 226 

入所児童数（人） － 30 93 162 253 

入所率（％） － 100.00 80.17 90.00 111.95 

3 号認定 

定員数（人） － 30 100 170 224 

入所児童数（人） － 24 73 134 192 

入所率（％） － 80.00 73.00 78.82 85.71 
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（２）子育て支援サービスの状況 

➀延長保育事業 

保育園（所）・認定こども園において、通常の保育時間を超える保育が必要な場合、

保育時間を延長して乳幼児の保育を行う事業です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

実施施設数（か所） 27 27 32 37 38 

利用人数（人） 1,055 1,161 1,101 1,058 1,039 

資料：こども課 

 

②放課後児童健全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の

終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

実施施設数（か所） 56 59 62 62 62 

入所児童数（人） 1,383 1,444 1,569 1,644 1,719 

資料：こども課 

 

③子育て短期支援事業 

保護者の疾病等により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童

について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業（ショートステイ事業）

です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

実施施設数（か所） 2 2 2 2 2 

延べ利用人数（人） 39 54 193 24 14 

資料：子育て包括支援課 

 

④乳児家庭全戸訪問事業 

生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や

養育環境等の把握を行う事業です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

訪問者数（人） 1,382 1,279 1,291 1,252 1,260 

資料：健康増進課 
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⑤養育支援訪問事業 

子育てに対し不安や孤立感等を抱える家庭や様々な原因で養育支援が必要な家庭に

対し、育児支援家庭訪問員による養育に関する指導・助言等を行う事業です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

訪問者数（人） 486 457 363 384 439 

資料：子育て包括支援課 

 

⑥地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

実施施設数（か所） 8 8 8 7 7 

月平均延利用人数（人） 2,429 2,447 2,260 2,010 2,284 

資料：こども課 

 

⑦預かり保育事業 

保護者の仕事、疾病、用事等の理由により、幼稚園・認定こども園において、教育

時間の前後の時間、在園時を預かり必要な保育を行う事業です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

実施施設数（か所） 20 20 19 19 18 

延べ利用人数（人） 89,236 87,423 93,513 93,420 86,989 
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⑧一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として

昼間の時間、保育園（所）、認定こども園、その他の場所において一時的に預かり、

必要な保護を行います。一時預かり事業は、対象となる家庭保育の乳幼児の減少によ

り、利用人数が毎年減少しています。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

一 時 預 か

り事業 

 保 育 園

(所)等 

実 施 施 設

数（か所） 
25 25 27 33 33 

延 べ 利 用

人数（人） 
10,106 9,397 6,979 5,132 5,170 

子 育 て 援

助 活 動 支

援事業 

実 施 施 設

数（か所） 
1 1 1 1 1 

延 べ 利 用

人数（人） 
375 99 133 112 162 

資料：こども課、子育て包括支援課 

 

⑨病児・病後児保育事業 

病児･病後児について、保育園等に付設された専用スペース等において、看護師等が

一時的に保育する事業です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

病 児 
実施施設数（か所） １ １ 2 2 2 

延べ利用人数（人） 273 247 318 401 350 

病後児 
実施施設数（か所） 2 2 2 2 2 

延べ利用人数（人） 137 101 122 104 53 

体 調 

不良児 

実施施設数（か所） 6 6 8 9 10 

延べ利用人数（人） 1,541 1,616 1,383 1,474 1,503 

資料：こども課 

  



14 

⑩ファミリー・サポート・センター 

子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者

と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業

です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

活動件数（延べ件数） 3,335 2,846 2,315 1,673 1,962 

会

員

数 

依頼会員（人） 626 639 657 693 714 

提供会員（人） 129 137 139 140 140 

両方会員（人） 99 98 103 102 98 

合計（人） 854 874 899 935 952 

資料：子育て包括支援課 

 

⑪妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態

の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応

じた医学的検査を実施する事業です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

対象者数（人） 1,454 1,440 1,461 1,466 1,454 

資料：健康増進課 

 

 

（３）児童虐待の状況 

相談件数や通報件数の増加は、啓発活動などによる児童虐待防止への市民の認識の高

まりによるものと考えられます。 

➀家庭児童相談件数 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

来庁（件） 463 600 518 529 573 

家庭訪問（件） 738 873 862 590 629 

電話（件） 2,230 2,320 2,286 2,350 2,352 

関係機関との調整（件） 2,125 2,876 2,850 2,767 2,933 

学校訪問（件） 307 321 200 149 450 

その他（件） 216 225 188 106 92 

合計（件） 6,079 7,215 6,904 6,491 7,029 

資料：子育て包括支援課 
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②児童虐待新規受理件数 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

件数 42 71 97 157 145 

内

訳 

身体的虐待 14 14 45 78 50 

心理的虐待 14 38 34 21 50 

ネグレクト 14 19 17 57 45 

性的虐待 0 0 1 1 0 

資料：子育て包括支援課 

 

 

（４）子どもの人権の状況 

➀児童発達支援（通所給付） 

集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がいのある児童に

ついて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適

応訓練等の支援を行うサービスです。                

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

施設数（か所） 8 8 8 8 8 

利用者数（人） 165 139 172 232 270 

資料：福祉課 

②放課後等デイサービス（通所給付）  

   就学している障がいのある児童・生徒について、授業の終了後または学校の休業日

に、通所支援事業所に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の

促進等の支援を行うサービスです。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

施設数（か所） 17 17 18 18 18 

利用者数（人） 107 159 210 275 307 

資料：福祉課 

③青少年相談室（面接相談）の相談件数 

臨床心理士および公認心理師の 7 名の青少年相談員が、専門性を生かし、カウンセリング

や遊戯療法を中心に、必要に応じて諸検査、学校へのコンサルテーション等を行い、きめ細か

な対応をしています。相談対象年齢は、幼児から青年期までで、相談内容は、子育て・教育・

心理的問題・いじめ・問題行動等です。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

件数 271 277 329 378 442 

相談延べ回数 3,368 3,362 3,791 4,315 4,120 

資料：生涯学習課 
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④かけはしの通級者数 

来日間もない外国人児童生徒を対象に、学校生活で必要となる基礎的な日本語を身

につけられるよう指導しています。また、日本の学校生活に適応するための基本的な生

活習慣の指導や、学習を理解するために必要な基礎学力の習得を目指しています。 

区分 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

通級者数（人） 23 39 41 38 37 

資料：学校教育課 

 

 

３ 調査結果の概要 

（１）調査概要 

①調査の目的 

計画策定に向け、幼稚園・保育所・放課後児童クラブ（学童クラブ）等の教育・保

育・子育てを計画的に整備するために、市民の利用状況や利用希望を把握することを

目的としたアンケート調査を実施しました。 

 

②調査対象者 

調査区分 調査対象者数 備考 

就学前児童の保護者 2,200 人 無作為抽出 

就学児童の保護者 1,661 人 市内６校の児童 

 

③実施概要 

調査区分 調査方法 調査時期 

就学前児童の保護者 郵送配布・郵送回収 2018 年 12 月 20 日～ 

2019 年 1 月 10 日 就学児童の保護者 学校配布・学校回収 

 

④回収結果 

調査区分 配布数 回収数 回収率 

就学前児童 2,200 票 978 票 44.5％ 

就学児童 1,661 票 1,500 票 90.3％ 

合計 3,861 票 2,478 票 64.2％ 
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（２）調査結果の概要 

➀保護者の就労状況 

母親の就労状況については、「以前は就労していたが、現在は就労していない」、「フ

ルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が約３割となっていま

す。 

父親の就労状況については、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中

ではない」が９割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子育ての環境 

★日頃、子どもをみてもらえる親族、友人・知人 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」と回答した人が

６割近くを占め、最も多くなっています。次いで、「日常的に祖父母等の親族にみて

もらえる」と回答した人が３割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

28.0%

11.0%

24.7%

1.4%

33.0%

0.9%

0.8%

89.3%

0.8%

0.4%

0.0%

0.6%

0.0%

8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム（1週5日程度・1日8時間程度の就労）で

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイム（1週5日程度・1日8時間程度の就労）で

就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
母親（n=978)

父親（n=978)

31.1%

58.0%

1.3%

7.7%

13.7%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に

みてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを

みてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答 ｎ=978 
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★親族、友人・知人に子どもをみてもらうことについて 

「祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安

心して子どもをみてもらえる」と回答した人が６割近くを占め、最も多くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57.3%

22.1%

23.1%

24.0%

8.1%

3.6%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80%

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間的制約を

心配することなく、安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が

大きく心配である

自分たち親の立場として、負担を

かけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、

少し不安がある

その他

無回答

ｎ=805 



19 

★子育てについて気軽に相談できる人・場所の有無 

相談できる人や相談できる場所が「いる／ある」と回答した人が９割以上を占め

ています。そのうち、「祖父母等の親族」と回答した人が８割以上、「友人や知人」

と回答した人が７割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる／ある

90.9%

いない／ない

5.4%

無回答

3.7%

82.9%

73.7%

10.2%

10.2%

0.2%

2.7%

21.9%

20.5%

0.1%

10.0%

1.3%

3.4%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（地域子育て支援拠点、

つどいの広場、児童センター等）・NPO

県南健康福祉センター

保健師

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市の子育て関連担当窓口

その他

無回答

ｎ=978 

ｎ=889 
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③平日の定期的な教育・保育事業の利用状況と希望 

★利用状況と希望 

現在の利用状況は、「市立・私立認可保育所（園）」と回答した人が４割と最も多

く、次いで「幼稚園」が３割以上となっています。 

利用の希望は、「幼稚園」と回答した人が半数以上を占め、最も多くなっています。

次いで、「市立・私立認可保育所（園）」、「認定こども園」がそれぞれ 4 割となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.3%

12.1%

37.6%

21.7%

0.9%

0.6%

2.8%

0.0%

0.9%

0.1%

0.3%

2.8%

0.7%

52.6%

33.1%

40.2%

37.8%

5.2%

2.9%

5.6%

1.9%

1.6%

3.9%

9.8%

1.6%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

市立・私立認可保育所（園）

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

現在（ｎ=678）

希望（ｎ=978）
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④子どもの病気やケガの際の対応 

★普段利用している事業が利用できなかった際の対処方法 

「母親が休んだ」と回答した人が約 4 分の 3 を占め、最も多くなっています。次

いで、「（同居者を含む）親戚・知人に子どもをみてもらった」と回答した人が約 4

割を占め、多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★病児・病後児のための保育施設等の利用希望 

「利用したいとは思わない」と回答した人が７割、「できれば病児・病後児保育施

設等を利用したい」と回答した人が３割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4%

73.7%

39.0%

19.7%

4.4%

0.0%

0.2%

0.0%

2.8%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

ｎ=543 

できれば病児・

病後児保育施設

等を利用したい
29.5%

利用したいとは

思わない

69.5%

無回答

1.0%

ｎ=420 
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⑤小学校就学後の放課後の過ごし方 

★放課後の過ごし方の希望（就学児童） 

低学年、高学年ともに「自宅」、「習い事」の回答が多くなっています。低学年にお

いては「放課後児童クラブ」の回答が約３割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★土曜日、日曜日・祝日、長期休暇の学童保育の利用希望（就学児童） 

低学年、高学年ともに、長期休暇時の利用希望が多く、次いで土曜日となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6%

17.5%

65.7%

5.2%

4.4%

10.3%

79.5%

5.8%

13.7%

27.1%

37.4%

21.8%

0% 20% 40% 60% 80%

低学年（１～３年生）の間は利

用したい

高学年（４～６年生）になって

も利用したい

利用する必要はない

無回答

土曜日（ｎ=502）

日曜日・祝日（ｎ=503）

長期休暇（ｎ=1,500）

65.5%

11.5%

46.5%

2.7%

7.5%

31.7%

1.1%

10.7%

3.5%

73.7%

14.0%

57.8%

2.4%

7.9%

20.7%

0.9%

11.9%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童センター

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保

育〕

ファミリー・サポート・セ

ンター

その他

無回答

低学年（ｎ=1,500）

高学年（ｎ=1,500）
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⑥職場の両立支援制度について 

★育児休業取得の状況 

母親では、「取得した（取得中である）」が 4 割、「取得していない」が 1 割となっ

ており、「働いてなかった」と回答した人が半数を占めています。 

父親では、「取得していない」と回答した人が 8 割以上を占め、「取得した（取得

中である）」は 4.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.4%

39.0%

9.8%

0.8%

0.9%

4.5%

85.5%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答 母親（ｎ=978）

父親（ｎ=978）
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★育児休業を取得していない理由 

母親では、「子育てや家事に専念するために退職した」と回答した人が約３割、父

親では、「仕事が忙しかった」、「配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった」が約３割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6%

6.3%

7.3%

10.4%

3.1%

10.4%

7.3%

3.1%

4.2%

34.4%

18.8%

5.2%

2.1%

3.1%

21.9%

14.6%

28.8%

31.6%

0.2%

3.5%

6.6%

28.6%

1.3%

24.4%

30.9%

0.4%

10.4%

0.2%

2.0%

0.0%

6.6%

17.9%

0% 20% 40% 60%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にもてもらえるなど、

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇を取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

母親（ｎ=96）

父親（ｎ=836）
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 ⑦本市における子育て環境や支援への満足度 

★子育て環境・支援の満足度（就学児童） 

「普通」が約半数を占めており、「満足」、「やや満足」を合わせると約３割となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★子育ての満足度（就学児童） 

「満足」、「やや満足」と回答した人を合わせると、「妊娠・出産に対する支援」、

「乳幼児検診や育児相談体制や情報提供」、「地域における子育て支援や交流の場」

がそれぞれ約 3 割を占め、満足度が高い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2%

22.6%

52.9%

11.7%

2.5%

2.1%

0% 20% 40% 60%

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

無回答

5.1%

4.9%

2.1%

4.2%

4.2%

1.6%

4.0%

4.3%

1.6%

26.3%

25.2%

18.5%

14.9%

19.1%

12.8%

25.4%

16.2%

6.0%

4.8%

40.6%

35.0%

28.0%

37.4%

40.3%

32.7%

31.1%

36.1%

30.5%

22.6%

14.3%

21.1%

36.5%

28.5%

25.7%

37.6%

28.2%

31.1%

43.1%

43.5%

13.7%

13.0%

14.8%

14.9%

10.6%

15.0%

11.3%

11.9%

18.6%

29.0%

0.8%

0.2%

0.3%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妊娠・出産に対する支援（ｎ=175）

乳幼児健診や育児相談体制や情報提供

（ｎ=123）

保育所等の保育サービス（ｎ=189）

幼稚園や小中学校等の教育環境・学習支援

（ｎ=382）

各種手当（ｎ=518）

放課後過ごす場所（ｎ=492）

地域における子育て支援や交流の場

（ｎ=177）

小児医療体制（ｎ=302）

子育てと両立しやすい就業環境（ｎ=318）

その他（ｎ=62）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答
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４ 第１次計画の進捗評価について 

（１）評価 

基準 区分 件数 

計画よりすすんでいる 1 ５ 

計画通り 2 56 

計画より遅れている 3 5 

効果なし 4 0 

 

（２）今後の事業の方向性 

基準 区分 件数 

事業拡大 Ａ 15 

現状のまま継続 Ｂ 51 

削除 Ｃ 0 

廃止 Ｄ 0 

 

 

（３）事業の実施状況 

★地域・家庭における子育て支援サービスの推進 

事業名 担当課 平成 30（2018）年度実績 評価 方向性 

子育て支援総合相談事業 子育て包括支援課 相談対応数 3,631組 2 B 

育児支援家庭訪問事業 子育て包括支援課 訪問延件数 439件 1 B 

地域の子育て支援拠点事業 こども課 実施施設数 7施設 2 B 

子育てひろば事業 こども課 参加人数 8148人 2 B 

子育て支援総合センター 子育て包括支援課 すまいるの利用親子組数 3926組 2 B 

家庭児童相談事業 子育て包括支援課 虐待死亡事故件数 0件 2 A 

母子手帳交付時における面接 健康増進課 健康増進課での交付率 70.6％ 2 A 

ハイリスク妊婦への支援 健康増進課 妊婦支援率（着手率）85.7％ 1 A 

妊産婦・新生児訪問 健康増進課 訪問件数 109件 1 B 

未熟児訪問・赤ちゃん訪問 健康増進課 訪問実施率 95.6％ 2 B 

乳幼児健診・相談 健康増進課 
1歳 6ケ月児受診率 96.0％ 

3歳児受診率 97.1％ 
2 B 

未受診家庭への受診勧奨 健康増進課 訪問依頼件数 112件 2 B 

小児救急医療の充実 健康増進課 
急変時にも困らず病院を受診

できた割合 64.0％ 
2 B 



27 

★子どもに関する専門的な知識や技術を要する支援と連携 

事業名 担当課 平成 30（2018）年度実績 評価 方向性 

おやま生まれのオレンジリボン・キャン

ペーン事業 
子育て包括支援課 講演会来場者数 350人 2 B 

要保護児童等対策地域協議会 子育て包括支援課 
代表者会議・実務者会議開

催回数 6回 
2 B 

要支援児童生活応援事業 子育て包括支援課 延利用児童数 1,729人 2 A 

虐待被害者等緊急時安全確保事業 子育て包括支援課 利用件数 1組 2 B 

児童扶養手当の支給 子育て包括支援課 受給者数 1,175人 2 A 

遺児手当の支給 子育て包括支援課 児童数 58人 2 A 

母子父子寡婦福祉資金の貸付 子育て包括支援課 貸付申請受付件数 8件 2 B 

ひとり親家庭医療助成事業 子育て包括支援課 助成件数 17,517件 2 A 

ひとり親家庭学童保育料助成事業 こども課 交付者数 198人 2 B 

ひとり親家庭保育料軽減事業 こども課 
幼稚園就園奨励金の増額補

助件数 51件 
2 A 

ひとり親家庭等への就業支援 子育て包括支援課 就職・転職件数 9件 2 A 

ひとり親家庭等日常生活支援支援事業 子育て包括支援課 延訪問件数 0件 3 B 

母子生活支援施設 子育て包括支援課 入所世帯数 3件 2 B 

母子・父子自立支援員による相談・ 

支援 
子育て包括支援課 就職・転職件数 9件 2 A 

母子寡婦福祉団体の活動支援 子育て包括支援課 新規会員の入会数 15人 2 B 

「のびっこクラス」の開催 健康増進課 
開催回数 6回 

参加者数 55組 
2 B 

乳幼児二次健診（のびっこ発達相談） 健康増進課 
開催回数 12回 

利用者数 144人 
2 B 

児童発達支援（通所給付） 福祉課 利用人数 270人 2 B 

放課後等デイサービス（通所給付） 福祉課 利用人数 307人 2 B 

日中一時支援事業（地域生活支援事業） 福祉課 利用人数 138人 2 B 

自立支援医療（育成医療） 福祉課 利用件数 41件 3 B 

教育・保育施設等における障がい児の

受け入れの推進 
こども課 補助対象児童数 50人 2 A 

保護者同士の交流の支援 健康増進課 開催回数 24回 2 B 
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★職業生活と家庭生活との両立の推進 

事業名 担当課 平成 30（2018）年度実績 評価 方向性 

ファミリー・サポート・センター事業 子育て包括支援課 会員数 952人 2 B 

妊娠中・出産後等における弾力的な就

業時間運用への啓発 
男女共同参画課 事業案内の送付数 1,800件 3 B 

妊娠中・出産後等における弾力的な就

業時間運用への啓発 
工業振興課 ＰＲ回数 7回 2 B 

育児休業取得への環境整備 男女共同参画課 
おやまイクボス評定登録事業

所数 40事業所 
1 B 

育児休業取得への環境整備 工業振興課 ＰＲ回数 7回 2 B 

ワーク・ライフ・バランスの推進 男女共同参画課 
小山市ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ推進

事業者総認定数 36事業所 
1 B 

ワーク・ライフ・バランスの推進 工業振興課 ＰＲ回数 7回 2 B 
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★次代を担う子どもの健全育成事業の推進 

事業名 担当課 平成 30（2018）年度実績 評価 方向性 

放課後子ども総合プラン事業 こども課 
小 学 校 内 学 童 実 施 率 

27.4％ 
2 B 

放課後子ども総合プラン事業 生涯学習課 整備施設数 4 ヶ所 2 B 

児童手当の支給 子育て包括支援課 受給者数 13,566人 2 A 

幼稚園・保育園（所）における経済的 

支援 
こども課 

第 3 子以降保育料の免除実

人数 582人 
2 A 

こども医療費助成事業 子育て包括支援課 助成件数 303,009件 2 A 

妊産婦医療費助成事業 子育て包括支援課 助成件数 8,094件 2 B 

不妊治療費助成事業 子育て包括支援課 助成件数 193件 2 B 

不妊症治療費助成事業 子育て包括支援課 助成件数 4件 2 B 

養育医療費給付事業 子育て包括支援課 給付件数 107件 2 B 

交通安全対策の推進 生活安心課 
交通安全教室開催回数  

33件 
2 B 

交通安全対策の推進 教育総務課 
通学路安全推進会議の開催 

1回 
2 B 

交通安全対策の推進 学校教育課 
教育課程に示した内容の実施 

100回 
2 B 

防犯対策の推進 生活安心課 
活動補助金交付団体数  

64団体 
3 B 

防犯対策の推進 教育総務課 
学校安全ボランティアの保険

加入数 延べ 86,000人 
2 B 

防犯カメラの設置 生活安心課 補助金交付件数 0件 3 B 

防犯カメラの設置 教育総務課 
防犯カメラ警備業務委託学校

数 8校 
2 B 

「命の尊さ」を学ぶ機会の充実 学校教育課 
教育課程に示した内容の実施 

100回 
2 B 

「命の尊さ」を学ぶ機会の充実 健康増進課 開催学校数 2校 2 B 

中学生ピアカウンセリングの実施 健康増進課 開催回数 4回 2 B 

思春期保健講座の実施 健康増進課 開催回数 7回 2 B 

思春期保健関係者会議の開催 健康増進課 開催回数 1回 2 B 

学校・専門職等が連携した性に関する

指導 
学校教育課 

年間指導計画の実施  

100回 
2 B 

結婚活動応援事業 子育て包括支援課 

イベント開催回数 1回 

結婚支援センター小山お引き

合わせ人数 297人 

2 A 
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５ 第１次計画の進捗状況 

子育て支援サービス 
H26(2014)年度 

実績 
R1(2019)年度 

目標事業量 
R1(2019)年度 

実績見込み 
達成率 

①通常教育・

保育事業 

幼稚園・認定こども園 

（１号認定） 
2,927人 

20か所 

2,389人 

19か所 
2,370人 

18か所 
99.2% 

保育園（所）・認定こど

も園（2号認定） 

1,263人 

28か所 

1,650人 

39か所 
1,630人 

40か所 
98.8% 

保育園（所）・認定こど

も園（３号認定） 

960人 

34か所 

1,499人 

45か所 
1,430人 

46か所 
95.4% 

利用者数計 5,150人 5,538人 5,430人 
98.0% 

実施設数 54か所 52か所 52か所 

②延長保育事業 27か所 38か所 38か所 100％ 

③夜間保育事業 1か所※ １か所 １か所 100％ 

④休日保育事業 
204人 

1か所 
450人 

１か所 
450人 

１か所 
100％ 

⑤病児・病後児保育事業 3か所 5か所 ５か所 100％ 

⑥放課後児童健全育成事業 
1,383人 

56か所 
1,939人 

64か所 
1,767人 

64か所 
100％ 

⑦地域子育て支援拠点事業 8か所 7か所 7か所 100％ 

⑧子育てひろば 7か所 9か所 9か所 100％ 

⑨預かり保育事業 
（幼稚園・認定こども園） 

延べ 89,236人 

20か所 

延べ 79,952人

18か所 

延べ 86,000人 

18か所 
100％ 

⑩一時預かり

事業 

一時預かり 
（保育園（所）等） 

延べ 10,106人

25か所 

延べ 6,000人

33か所 

延べ 5,500人

33か所 
100％ 

子育て支援活動事業 
延べ 375人 

1か所 
延べ 532人 

１か所 
延べ 532人 

１か所 
100％ 

⑪子育て短期支援事業（ショートステ

イ） 
2か所 2か所 2か所 100％ 

⑫ファミリー・サポート・センター事業 1か所 1か所 1か所 100％ 

⑬子育て支援総合センター 1か所 1か所 1か所 100％ 

■参考 

出会い・結婚支援 
H29(2017)年度 

実  績 
R1(2019)年度 

目標事業量 
R1(2019)年度 

実績見込み 達成率 
とちぎ結婚支援センター小山 

お引き合わせ数 
85組 240組 384組 160% 
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６ 統計・調査結果・第１次計画進捗評価のまとめ 

（１）現状と課題 

第 1 次小山市子ども・子育て支援事業計画の 90％以上の事業の実施状況が、「計画

より進んでいる」か「計画通り」であり、それぞれ目標値を達成しました。事業の方

向性は、取組事業全体の 24.1％が事業拡大、その他の全ての事業が継続実施となりま

した。 

これらの取り組みの結果、子育ての環境や支援への満足度について、平成 25 年実

施のアンケート調査結果では「満足」か「やや満足」の割合が 16.6%でしたが、今回

の調査では 30.8％に上昇しました。 

また今回のアンケート調査結果では、保護者の就労率の上昇に伴い、保育施設や学

童保育の利用希望が高くなっており、子どもが病気の時には、母親が仕事を休んで対

応している世帯が７割を超えていました。その一方で、「子育てと両立しやすい就業環

境」や「幼稚園や学校等の教育環境と学習支援」への満足度が２０％以下と、他の項

目よりも低い結果となりました。 

統計の結果からは、女性の就業率について平成 17(2005)年からの１０年間を見る

と、全体的に横ばい傾向で大きな変化がない中、子育て世代である３０歳から３４歳

が 5.1%、３５歳から 39 歳までが 4.8%の増加が見られました。また、全国的に少子

化が進んでいるように、小山市でも出生数は減少傾向にあり、少子化の原因とされる

晩婚化の進行や未婚率の上昇も見られました。今後少子化による人口減少が進むと、

社会の担い手の減少による現役世代の負担増加、経済規模の縮小など、社会全体に多

大な影響を及ぼすことが考えられます。 

 

（２）分析 

 アンケート調査結果からの課題である「幼稚園、保育園などの教育・保育施設や学童

保育施設の整備」「病児病後児保育などの子育て支援の充実」「子育てと両立しやすい就

業環境の充実」「幼稚園や学校等の教育環境と学習支援」については、第 1 次計画にお

いて、すでに事業として取り組んでいましたが、第 2 次計画では、取り組み内容は質の

面でも量の面でも更なる充実が求められています。特に就業環境については、母親が出

産を機に仕事をやめたり、子育てのために就業を諦めたりすることなく、家庭でも社会

でも活躍できるような環境づくりが必要です。 
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 また、少子化への対策については、結婚、妊娠、出産、子育ては個人の選択であるこ

とを前提としながら、希望する人が子どもを産み育てることができるよう、経済的な支

援の充実に加えて、結婚につながる出会いの場の提供、出産・育児に対する不安感や負

担感の軽減、ワーク・ライフ・バランスの推進などの多様な観点から、出会い、結婚、

妊娠、出産、子育てができる切れ目のない支援と環境づくりを進める必要があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当市の出生数は年々減少し、少子化の進行、地域のつながりの希薄化、核家族化・

共働き家庭の定着など、子育てをめぐる環境は変化しています。すべての子どもを産

み育てようとする希望を持つ人たち、さらに経済的負担の増す中で多子を産み育てよ

うとする希望をもつ人たちを、手厚く支え、安心して子育てができるよう「子育て支

援日本一」の実現を目指してまいります。 

本計画においては、１次計画の基本的な考え方を継承するとともに、結婚・出産・

子育ては選択の多様性の配慮を前提の上で、市民の子育ての希望をかなえること、ひ

いては少子化に歯止めをかける対策を同時に進めてまいります。そのためには、狭義

の子育て対策のみならず、市民、地域、企業、行政が一体となって女性が活躍できる

環境整備や子育て家庭に寄り添う支援をしてまいります。 

また、今後の保育施設の効率的な運営や、将来を見据えた施設整備を推進するため

に新たに「第３次小山市保育所整備計画」を盛り込みます。 

 

 

 

 

子育ての輪がひろがり  

未来につなぐ夢・希望あふれるまち おやま 
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２ 計画の基本的視点 

 

 

 

未婚者に対する出会いの場の充実を図るとともに、次世代が子どもを生み育てる

ことへの理解や素晴らしさへの認識を深める環境づくりを進め、結婚・妊娠・出産

の各段階において切れ目のない支援が確保されるよう、様々な支援の充実を図りま

す。 

 

 

 

男女がともに子育てをしながら働いていけるような環境を整備するとともに、仕

事と家庭を両立しやすい職場環境づくりを推進し、誰もが仕事と生活の調和がとれ

た働き方ができる社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

すべての子どもの幸せを第一に考え、子どもの視点にたち、子どもの人権や生存

が確実に保証されるよう、子どもの健全な育成のための支援や子育て支援の充実を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点Ⅲ すべての子どもの健やかな育ちを支援します 

視点Ⅰ 出会い・結婚・妊娠・出産の切れ目のない支援を推進します 

視点Ⅱ 働く親が安心して子育てできる環境づくりを推進します 
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基本目標１ 結婚に向けた出会い・交流の場の創造 

未婚者が結婚を前向きに考えることができるよう、各年代に応じた、出会いの

場、交流の機会づくりを支援します。 

 

基本目標２ 妊娠・出産の支援と負担の軽減 

妊産婦等への支援をはじめとして、地域の実情に応じたニーズに対応し、各段

階に応じたきめ細かな支援を行います。 

 

基本目標３ 子育てと仕事の両立の希望をかなえる環境づくり 

男性も女性も子育てをしながら、多様な働き方を選択し、社会で活躍すること

ができるよう、環境整備を推進します。 

 

基本目標４ 子育てに関する経済的負担の軽減 

子どもを安心して持つことができるよう、子どもと家庭の状況に応じた経済的

支援を行います。 
    

基本目標５ 子育て支援事業の推進 

教育・保育のニーズに応えるため、認定こども園の普及や保育園等施設の充実

を図り、多様な保育サービスを提供するとともに、子育て家庭の負担軽減、子ど

もの成長に応じた支援策を推進します 

 

基本目標６ 次代を担う子どもの健全育成事業の推進 

次代の担い手である子どもが個性豊かに「生きる力」を伸長することができる

ような取組を推進し、教育環境等の整備を図ります。 

 

基本目標７ 子どもの人権と安全を守る仕組みづくり 

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を伸ばして成長できるよう

児童虐待の防止対策、障害児施策、ひとり親家庭等の専門的な支援を必要とする

家庭に対して、関係機関が緊密に連携してきめ細な支援に努めます。 

 

 

 

３ 計画の基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

    

※SDGs（Sustainable Development Goals）のゴール（達成目標）を示すアイコン 

  

 

※  
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４ 計画の体系 

 

てき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 妊娠・出産の支援と負

担の軽減 

１ 結婚に向けた出会い・

交流の場の創造 

子
育
て
の
輪
が
ひ
ろ
が
り 

 

 
 

 

未
来
に
つ
な
ぐ
夢
・
希
望
あ
ふ
れ
る
ま
ち 

お
や
ま 

Ⅰ 出会い・結婚・妊娠・ 

出産の切れ目のな 

い支援を推進します 

Ⅱ すべての親が安心し 

て子育てできる環境 

づくりを推進します 

３ 子育てと仕事の両立の希

望をかなえる環境づくり 

４ 子育てに関する経済的

負担の軽減 

５ 子育て支援事業の推進 

Ⅲ すべての子どもの 

健やかな育ちを支援 

します 

６ 次代を担う子どもの健

全育成事業の推進 

７ 子どもの人権と安全を

守る仕組みづくり 

基本理念 

基本的視点 基本目標 
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●とちぎ結婚支援センター小山運営事業 ○結婚新生活支援事業 

◎母子健康包括支援センターの整備運営事業 ◎産前・産後サポート事業 ●不妊治療費助成事業 

●産後ケア事業 ○不育症治療費助成事業 ○母子健康手帳交付時における妊婦支援事業 

○妊婦健康診査事業 ○妊産婦・新生児訪問事業 ○産婦健康診査事業 ○妊産婦医療費助成事業 

●認定こども園及び民間保育園等整備事業 ●公立保育所の民設民営化事業 

●女性の職業生活における活躍推進事業 ●女性交流推進事業 ●男性の家庭参画への支援 

●小山市ワーク・ライフ・バランス推進事業者認定事業 ◯保育士等就業奨励金交付事業 

◯保育士就職準備金交付事業 ◯保育士再就職支援研修事業 ◯おやまイクボス評定  

◯ワーク・ライフ・バランスの企業への啓発 

◎幼児教育・保育の無償化(国) ◎低所得者等に対する副食費免除事業 ●こども医療費助成事業 

●保育料多子軽減事業 ○新生児聴覚検査費用助成事業 ○予防接種無料化(国)及び助成 

○児童手当の支給○預かり保育料助成事業（幼稚園・認定こども園・(教育認定)） 

○児童扶養手当の支給(国)  ○ひとり親家庭医療費事業 ○ひとり親家庭保育料軽減事業 

○ひとり親家庭学童保育料助成事業 ○遺児手当の支給(国) ○母子父子寡婦福祉資金の貸付(県)  

○養育医療費給付事業(県) 

○子育て支援総合センターの充実 ○子育て支援総合相談事業  

○ファミリーサポートセンター事業 ○地域子育て支援拠点事業・子育てひろば  

○一時預かり事業 ○延長保育事業 ○病児・病後児保育事業 ○育児支援家庭訪問事業  

○養育支援訪問事業 ○子育て短期支援事業 ●キッズランドおやま運営事業 ◯利用者支援事業 

●放課後児童健全育成事業 ○小児救急医療の充実 ○乳児家庭全戸訪問事業  

○乳幼児健診・相談事業 ○未受診家庭への受診勧奨 ○のびっこクラス ○乳幼児二次検診  

○くるみクラブ ○放課後子ども総合プラン事業 ○放課後子ども教室推進事業  

○思春期保健講座の実施 ○中学生ピアカウンセリングの実施 ○「命の尊さ」を学ぶ機会の充実  

○思春期保健関係者会議 ○学校・専門職等が連携した性に関する指導  

  

◎子ども家庭総合支援拠点の整備運営事業 ◎児童発達支援センターの整備運営事業 

●家庭児童相談事業 ●要支援児童生活応援事業  

●おやま生まれのオレンジリボン・キャンペーン事業 ●児童発達支援 ●放課後等デイサービス 

●日中一時支援事業 ●外国人児童生徒支援事業 ○要保護児童等対策地域協議会 

○母子・父子自立支援員による相談・支援 ○ひとり親家庭等への就業支援 ○母子生活支援施設 

○虐待被害者等緊急時安全確保事業 ○母子寡婦福祉団体の活動支援  

○ひとり親家庭等日常生活支援事業 ○保育所等訪問支援 ○短所入所 ○居宅介護  

○障がい児福祉手当 ○難病等福祉手当 ○重度心身障がい児介護手当  

○軽度・中程度難聴児補聴器購入等助成 

○教育・保育施設における特別の支援を要する児童の受入れ推進  

○交通安全対策の推進 ○防犯対策の推進 

◎新規事業 

●重点事業 施策 
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第４章 子ども・子育て支援に関する施策の展開 

 

１ 各基本項目における取り組み 

（１）基本目標１ 結婚に向けた出会い・交流の場の創造 

 

事 業 名 1 【重点】とちぎ結婚支援センター小山運営事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

結婚を望む独身の男女に出会いの機会を提供し、より効果的・効率的な

結婚支援を行うため、「とちぎ未来クラブ」のマッチングシステムを活

用し１対１の出会いをサポートします。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

お引き合わせ数 ３２８組 ５００組 

 

事 業 名 2 結婚新生活支援事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

経済的な理由により結婚に踏み出せない方々を対象に、婚姻に伴う負担

を軽減し、新生活を経済的に支援するため、新居の購入費用、家賃、引

っ越し費用の一部を助成します。 

 

 

（２）基本目標２ 妊娠・出産の支援と負担の軽減 

 

事 業 名 3 【新規】母子健康包括支援センターの整備運営事業 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することを目的

とした母子健康包括支援センター（以下、「センター」という。）を整

備します。 

センターにおいて、全ての妊産婦、乳幼児とその保護者を対象として、

予防的な視点を中心に、実情の把握、各種相談への対応、必要に応じた

個別支援プランの策定等を実施することにより、健全な児童の成長を目

指します。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

施設数    ― １か所 
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事 業 名 4 【新規】産前・産後サポート事業 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

妊産婦が産前・産後に必要な体力の維持向上や精神的安定を図り、同じ

悩みをもつ者同士がつながることで、不安感や孤立感の軽減を図りま

す。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

実施回数    ― ３０回 

 

事 業 名 5 【重点】不妊治療費助成事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

国内医療機関での不妊治療に係る保険診療適用外の検査及び診療費に

対し、2 分の 1 を助成します。助成診療期間は治療開始日から 5 年間(申

請は 1 年度に 1 回)、助成限度額は 100 万円です。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

助成件数  １９３件 ２００件 

 

事 業 名 6 【重点】産後ケア事業 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

産婦健康診査での産後うつスクリーニングの結果等をふまえ、産後うつ

予防の一環として、産後ケア事業を実施します。具体的には、産科医療

機関等を宿泊又は日帰り等で利用し、助産師等から心身のケアや乳房ケ

ア等をうけることで、産後間もない母親の身体的回復や心理的な安定を

図ります。 

実績と目標 

平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

利用人数   ４２人 

利用回数  １５２回 

１００人 

３５０回 

 

事 業 名 7 不育症治療費助成事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

不育症のために子どもを持つことが困難な夫婦が不育症治療を受けた

場合に、その治療費の一部を助成します。一つの治療期間における不育

症治療費助成対象額の 2 分の 1、30 万円を上限に通算 5 回まで助成し

ます。 
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事 業 名 8 母子健康手帳交付時における妊婦支援事業 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

母子健康手帳交付時に、全妊婦にアンケートを実施し、保健師等による

面接相談を通し、支援が必要な妊婦（家庭）の早期発見及び支援に努め

る必要時に関係課と連携し、養育状況の悪化を防ぐよう努めます。 

 

事 業 名 9 妊婦健康診査事業 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、

①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠

期間中、適時必要に応じた医学的検査を実施する事業です。 

 

事 業 名 10 妊産婦・新生児訪問事業 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、

①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠

期間中、適時必要に応じた医学的検査を実施する事業です。 

 

事 業 名 11 産婦健康診査事業 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

産後うつの予防や新生児への虐待予防を図るために、出産後間もない時

期の母体の身体的機能の回復、授乳状況、精神状態を把握する健康診査

を実施する事業です。 

 

事 業 名 12 妊産婦医療費助成事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 
妊産婦届出月の初日又は転入日から出産した翌月までの妊産婦に対し、

保険診療分の医療費を助成します。 
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（３）基本目標３ 子育てと仕事の両立の希望をかなえる環境づくり 

 

事 業 名 13 【重点】認定こども園及び民間保育園等整備事業 

担 当 課 こども課 

事業概要 

幼稚園が認定こども園へ移行するために行う施設整備を支援し、幼稚園

と保育園の両方の良さを併せ持つ認定こども園の普及を図ります。増加

する保育ニーズに対応するため、民間保育園の整備を推進します。 

 

事 業 名 14 【重点】公立保育所の民設民営化事業 

担 当 課 こども課 

事業概要 

民間活力を活かした民設民営方式による保育施設の整備を推進し、保育

の量的拡大を図りつつ、多様化する保育ニーズに合致した持続可能な保

育施設の整備を図ります。 

＊別途 「第 3 次 小山市保育所整備計画」を記載 

 

事 業 名 15 【重点】女性の職業生活における活躍推進事業 

担 当 課 男女共同参画課 

事業概要 

主に子育て中の女性が在宅で働く「テレワーク」を体験できる講座や出

産、育児のために離職した女性の再就職を支援するセミナーなど、女性

の職業生活における活躍を推進する事業として実施します。 

また、働く女性、働きたい女性を応援するための協議会（おやま女性活

躍応援塾）を開催し、事業評価や取り組むべき課題の抽出などを行い、

実情に合わせた事業や先進地の取組事例を参考にした新規事業を推進

します。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

２３ ３０ 

 

事 業 名 16 【重点】女性交流推進事業 

担 当 課 男女共同参画課 

事業概要 

働く場における女性活躍を推進するため、さまざまな分野で働く女性た

ちのキャリア形成に対する高いモチベーション保持とネットワークづ

くりに寄与することを目的として、異業種の働き方や情報交換の場を提

供するものです。 
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事 業 名 17 【重点】男性の家庭参画への支援 

担 当 課 男女共同参画課 

事業概要 

男女が共に家事、育児に参加できるよう、イクメン事例などを取り入れ、

啓発紙を作成し、周知するものです。また、男女共同参画フェアなどに

おいて、男性の育児休業の体験発表やパネルディスカッションを取り入

れ、意識啓発に努めます。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

4.5％ 13.0％ 

 

事 業 名 18 【重点】小山市ワーク・ライフ・バランス推進事業者認定事業 

担 当 課 男女共同参画課 

事業概要 

平成 24 年度から事業開始。 

雇用の分野における男女共同参画の推進のため、仕事と家庭生活を両立

することができ、だれもが働きやすい環境づくりに積極的に取り組む市

内事業者を「小山市ワーク・ライフ・バランス推進事業者」として認定

する事業です。事業者名及び取組内容を広く周知することにより、事業

者のワーク・ライフ・バランスの理解と推進を図ります。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

推進事業者認定数（延べ数）３６ １０２ 

 

事 業 名 19 保育士等就業奨励金交付事業（保育士等の人材育成・確保） 

担 当 課 こども課 

事業概要 

保育士・幼稚園教諭の養成施設の在学者について、卒業後保育士・幼稚

園教諭として奨励金の交付期間以上、市内の幼稚園・保育園（所）・認

定こども園に就業する方に対し奨励金を交付し人材不足の解消を図り

ます。 

 

事 業 名 20 保育士就職準備金交付事業（保育士等の人材育成・確保） 

担 当 課 こども課 

事業概要 

保育士の資格を有する方で市内の保育施設に再就職する方、また独学で

保育士資格を新規に取得し就職する方について、2 年間引き続き市内の

幼稚園・保育園（所）・認定こども園に就業する場合、就職準備金を交

付し人材不足の解消図ります。 
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事 業 名 21 保育士再就職支援研修事業（保育士等の人材育成・確保） 

担 当 課 こども課 

事業概要 
市内幼稚園・保育園（所）・認定こども園への再就職を希望する保育士

に対し、必要となる研修や実技研修等を行い再就職支援を行います。 

 

事 業 名 22 おやまイクボス評定 

担 当 課 男女共同参画課 

事業概要 

「イクボス」の趣旨に賛同する市内事業所に「おやまイクボス評定事業

所」として登録していただき、「働き方改革」や「イクボス」に関する

情報提供や事業所名及びその取組の内容について、市ホームページ等で

広く周知し、事業所のイメージアップを図りながら、支援しています。

また、登録事業所での先駆的な取組の学びあいや情報交換を行う交流会

を実施します。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

登録事業所数（延べ数） ４０ ７４ 

 

事 業 名 23 ワーク・ライフ・バランスの企業への啓発 

担 当 課 工業振興課 

事業概要 

働く人も、企業も、より豊かな「仕事と生活の調和」を目指す取り組み

として、ワーク・ライフ・バランスの理解と推進を図ります。 

妊娠中・出産後の時期における労働時間の短縮をはじめ、就労者の生活

に配慮した職場環境づくりに向けた事業者への啓発を行います。 

男女の育児休業取得を促進するため、関係機関との連携を図りながら、

事業所及び従業員に対して広報・啓発活動を取り組みます。 

 

（４）基本目標４ 子育てに関する経済的負担の軽減 

 

事 業 名 24 【新規】幼児教育・保育の無償化 (国) 

担 当 課 こども課 

事業概要 

3 歳から 5 歳までの幼稚園・保育園（所）・認定こども園などに通う子

の利用料（食材料費、通園送迎費などを除く）及び 0 歳から 2 歳までの

住民税非課税世帯の子の利用料を無償化します。 
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事 業 名 25 【新規】低所得者等に対する副食費免除事業 

担 当 課 こども課 

事業概要 

低所得者世帯（360 万円未満相当）及び扶養している 18 歳未満の子か

ら数えて第 3 子以降の児童について、幼稚園・保育園（所）・認定こど

も園に通う子の保護者に対し副食費を免除します。 

 

事 業 名 26 【重点】こども医療費助成事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

こどもの医療費の保険適用分を助成することにより、保護者の経済的負

担を軽減し、子どもの病気の早期発見・治療を促し、健全育成を図りま

す。中学３年生（義務教育学校９年生）までを対象に、県内医療機関等

で現物給付方式を導入していますが、対象年齢を高校生へ引き上げ、保

険診療適用の自己負担分のうち入院費の無償化を図ります。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

助成件数 303,009 件 320,000 件 

 

事 業 名 27 【重点】保育料多子軽減事業 

担 当 課 こども課 

事業概要 

保育園（所）・認定こども園に通う 0 歳から 2 歳までの住民税課税世帯

の児童の保護者に対し、同時入所の保育料軽減や第３子以降の保育料免

除を行います。 

 

事 業 名 28 新生児聴覚検査費助成事業 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な療育を行うことにより言語発

達への影響を最小限に抑えることを目的に実施する新生児聴覚検査の

費用の全部又は一部を助成します。 

 助成対象者 検査日に市内に住所を有する新生児の保護者 

 助成額上限 ５千円 

 

事 業 名 29 予防接種費無料化（国）・助成 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 
予防接種法による定期接種の接種費用の無料化、定期接種以外の任意接

種や定期接種期間を超過した接種について一部助成を実施します。 

実績と目標 

平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

予防接種率 MR1 期 ９８．５％ 

MR2 期 ９８．０％ 

１００％ 

１００％ 
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事 業 名 30 児童手当の支給 (国) 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

中学校３年生までの子どもを養育する家庭に、生活の安定と子どもの健

全育成のため児童手当を支給します。手当額(月額)は、3 歳未満 15 千

円、3 歳から小学生 10 千円(第１．2 子)10 千円、(第 3 子)15 千円、中

学生 10 千円、特例給付(所得制限対象者)5 千円です。 

 

事 業 名 31 預かり保育料助成事業（幼稚園・認定こども園（教育認定）） 

担 当 課 こども課 

事業概要 
幼稚園・認定こども園（教育認定）の児童の保護者に対し、預かり保育

料の負担軽減のため、預かり保育料の補助を行います。 

 

事 業 名 32 児童扶養手当の支給（国） 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

死別及び離別等によりひとり親家庭となっている父母が１８歳到達年

度末まで（児童に障がいがある場合２０歳未満）の児童を監護養育して

いる場合に手当を支給します。(所得制限あり) 

 

事 業 名 33 ひとり親家庭医療助成事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 
満１８歳に達する年度末まで子どもを養育するひとり親家庭に対して、

保険診療分の医療費を助成します（所得制限あり）。 

 

事 業 名 34 ひとり親家庭保育料軽減事業 

担 当 課 こども課 

事業概要 

住民税課税世帯の 0 歳から 2 歳の子を養育するひとり親家庭等の低所

得者世帯について、保育園（所）・認定こども園に通う子の保護者に対

して保育料を減免します。 

 

事 業 名 35 ひとり親家庭学童保育料助成事業 

担 当 課 こども課 

事業概要 
学童保育を利用する経済的な支援が必要なひとり親家庭の保護者に対

して、児童１人あたり月２千円の保育料を減額します。 

 

 

 

 



46 

事 業 名 36 遺児手当の支給 (国) 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

父母の一方または両方が死亡した児童(義務教育修了前)を監護してい

て、市民税の所得割が非課税の方に対し、児童 1 名つき月額 3 千円を支

給します。 

 

事 業 名 37 母子父子寡婦福祉資金の貸付 (県) 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 
母子及び父子並びに寡婦家庭の生活の安定と、児童の福祉の向上を図る

ため、無利子又は低利子の資金の貸付を行います。 

 

事 業 名 38 養育医療費給付事業（県） 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

児童の出生体重が２０００グラム以下または身体の機能が未熟なまま

で生まれた場合に、指定医療機関で受けた医療に対する医療費を給付し

ます。 

 

（５）基本目標５ 子育て支援事業の推進 

 

事 業 名 39 子育て支援総合センターの充実 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 
常設の子育てひろば（すまいる）、一時預かり、ファミリー・サポート・

センター機能を有する総合センターの充実を図ります。 

 

事 業 名 40 子育て支援総合相談事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 
子育て支援総合相談員が、子育て支援に関する情報提供や、子どもや子

育てに関する相談対応を行います。 

 

事 業 名 41 ファミリー・サポート・センター事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを

希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関

する連絡、調整を行います。 
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事 業 名 42 地域子育て支援拠点事業・子育てひろば 

担 当 課 こども課 

事業概要 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を図る場所を開設し、保育士等を配

置して、子育てについての不安や悩みの相談、情報の提供、助言、その

他の援助を行います（市内各地区の社会福祉法人に委託し実施）。また、

未就園児を対象に、親子を集い交流や仲間づくりを行う場として子育て

ひろばを開設します。 

 

事 業 名 43 一時預かり事業 

担 当 課 こども課・子育て包括支援課 

事業概要 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児につい

て、主として昼間の時間、保育園（所）・認定こども園、その他の場所

において一時的に預かり、必要な保護を行います。保育園（所）・認定

こども園における一時預かり、子育て援助活動支援事業を実施します。 

 

事 業 名 44 延長保育事業 

担 当 課 こども課 

事業概要 
保育認定を受けた子どもについて、利用日における通常の利用時間を超

えて、保育園（所）・認定こども園において必要な保育を実施します。 

 

事 業 名 45 病児・病後児保育事業 

担 当 課 こども課 

事業概要 

保護者の就労等により家庭で保育することが困難な病児・病後児につい

て、病院や保育園等に付設された専用スペースにおいて、保育士・看護

師等が一時的に保育を行います。 

 

事 業 名 46 育児支援家庭訪問事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

育児不安・育児困難ケースへの支援として、育児支援家庭訪問員による

家庭訪問を実施し、保護者の不安感や負担感の軽減や虐待の未然防止を

図ります。 

 

事 業 名 47 養育支援訪問事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

子育てに対し不安や孤立感等を抱える家庭や様々な原因で養育支援が

必要な家庭に対し、育児支援家庭訪問員による養育に関する指導・助言

等を行う事業です。 
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事 業 名 48 子育て短期支援事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

保護者の疾病等により家庭において養育を受けることが一時的に困難

となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行い

ます（ショートステイ）。 

 

事 業 名 49 【重点】キッズランドおやま運営事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

天候に左右されることなく思い切り体を動かして遊べる屋内子どもの

運動遊び場キッズランドおやまの運営を補助し、運動による子どもの健

全な成長と子育て孫育ての支援につなげます。 

 

事 業 名 50 利用者支援事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て

支援事業等の情報提供及び必要に応じた相談・助言等を行うとともに、

関係機関との連絡調整等を実施します。 

 

 

（６）基本目標６ 次世代を担う子どもの健全育成事業の推進 

 

事 業 名 51 【重点】放課後児童健全育成事業 

担 当 課 こども課 

事業概要 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に

対し、授業終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成

を図ります。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

施設数 ６２か所 ６５か所 

 

事 業 名 52 小児救急医療の充実 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

かかりつけ医をもつことや緊急時の適切な受診について、保護者に情報

提供・啓発を行とともに、小山地区夜間休日急患センター等における一

次救急、小児二次救急医療体制の整備を行います。 
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事 業 名 53 乳児家庭全戸訪問事業 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

低出生体重児を含む未熟児及び生後４か月までの乳児のいる全ての家

庭を助産師・保健師が訪問し、子育て家庭支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を行います。 

 

事 業 名 54 乳幼児健診・相談事業 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

乳児健診・９か月児健康相談・１歳６か月児健診・２歳児歯科健診・３

歳児健診・５歳児健康相談等、節目や相談事業を通し、発達発育・保護

者の育児不安等に関する助言等を行います。 

 

事 業 名 55 未受診家庭への受診勧奨 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

各種健診・相談事業の未受診家庭に対し、育児支援家庭訪問員と連携し、

未受診家庭への訪問を行い、受信勧奨及び当該家庭の養育状況を把握し

ます。 

 

事 業 名 56 「のびっこクラス」 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

１歳６か月～２歳頃の子どもの発達や子育てについて、悩みがある保護

者を対象に、「のびっこクラス」で親子の関わり遊び・交流、母子心理

相談員の助言等を行います。 

 

事 業 名 57 乳幼児二次健診（のびっこ発達相談） 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

乳幼児健診・相談事業等の結果、発達に関する専門的な助言等が必要な

子ども及び保護者に対し、小児神経専門医や作業療法士・心理判定員に

よる相談の機会を設けます。 

 

事 業 名 58 くるみクラブ(保護者同士の交流支援) 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 
心身に障がいをもつ児を育てていく中での精神的不安や悩み等につい

て、保護者同士で共有を図り、自助活動を支援します。 
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事 業 名 59 放課後子ども総合プラン事業 

担 当 課 こども課・生涯学習課 

事業概要 

全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を

行うことができるよう総合的な放課後対策(放課後子ども総合プラン＊)

に取り組み、「学童保育クラブ」及び「放課後子供教室」を推進します。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

小学校内学童実施率 ２７．４％ ３６％ 

＊別途 第 5 章にて「新・放課後子ども総合プラン」を記載 

 

事 業 名 60 放課後子ども教室推進事業 

担 当 課 生涯学習課 

事業概要 

全児童を対象に放課後の子どもの居場所として運営。学校の余裕教室等

を利用し、地域の大人との交流をはかり児童の健全な育成を図ります。

学童保育との連携を検討し推進します。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

実施箇所数 5 か所 ６か所 

 

事 業 名 61 思春期保健講座の実施 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

中学生が性と生を主体的にうけとめ、望まぬ妊娠や感染症の予防につい

て正しい知識を学ぶとともに、適切な行動選択について考える機会を提

供します。 

 

事 業 名 62 中学生ピアカウンセリングの実施 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 

中学生を対象に「ピアカウンセリング」事業を通して、具体的な性に関

わる問題ばかりでなく、自分の人生設計を見通した意思決定ができるよ

う性＝生の自己決定能力を高めていけるよう支援します。 

 

事 業 名 63 「命の尊さ」を学ぶ機会の充実 

担 当 課 学校教育課・健康増進課 

事業概要 

小中学校を対象に、「自分や家族、地域医療」について学び、限りある

命を慈しむ心の醸成と今後の子どもたちの「生き方」に寄与できるよう

「命の授業」を実施します。 
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事 業 名 64 思春期保健関係者会議 

担 当 課 健康増進課 

事業概要 
思春期保健対策の強化充実のため、母子保健分野だけでなく、学校保健

との課題の共有・情報交換会を行います。 

 

事 業 名 65 学校・専門職等が連携した性に関する指導 

担 当 課 学校教育課 

事業概要 

各小中学校（養護教諭等）と外部専門職等が連携し、児童生徒の発達段

階に応じた性に関する指導（命の大切さ・子育ての大切さ・心や性の発

達について・男女の敬愛）を行います。 

 

（７）基本目標７ 子どもの人権と安全を守る仕組みづくり 

 

事 業 名 66 【新規】子ども家庭総合支援拠点の整備運営事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

平成 28（2016）年改正児童福祉法において、市町村が、児童虐待に関

する支援を一体的に担うための機能を有する拠点の整備に努めること

とされた「子ども家庭総合支援拠点」を整備します。 

拠点において、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、

情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支

援を行います。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

施設数    ― １か所 

 

事 業 名 67 【新規】児童発達支援センターの整備運営事業 

担 当 課 福祉課 

事業概要 

地域の障がいのある児童を通所させて、日常生活における基本動作の指

導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓

練を行う業務を委託します。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

施設数    ― １か所 
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事 業 名 68 【重点】家庭児童相談事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 
１８歳未満の子どもに関するあらゆる問題について、家庭相談員が相談

に応じ、実態調査・在宅指導・助言等を行います。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

虐待死亡事故件数  ０件 ０件 

 

事 業 名 69 【重点】要支援児童生活応援事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

養育放棄等の状態にある小中学生の要支援児童を対象に、放課後又は夏

休み等に家庭的な環境で過ごせる場所で、子どもたちと指導員が調理、

清掃及び学習などを行い子どもの成長と自立をサポートします。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

施設数 2 か所 ３か所 

 

事 業 名 70 【重点】おやま生まれのオレンジリボン・キャンペーン事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

児童虐待の撲滅を目指し、講演会等や全国に繋ぐオレンジリボンたすき

リレーの開催、市職員のオレンジリボン着用、出前講座の実施、オレン

ジリボンキャンペーンソング「まあるいこころ」のＰＲ等の啓発活動を

推進します。 

 

事 業 名 71 【重点】児童発達支援（通所給付） 

担 当 課 福祉課 

事業概要 
未就学の障がい児が通所して、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

利用人数  ２７０人 ３００人 

 

事 業 名 72 【重点】放課後等デイサービス（通所給付） 

担 当 課 福祉課 

事業概要 
学校に就学している障がい児が、放課後や夏休み等の長期休暇中におい

て、生活能力向上のための訓練等を行います。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

利用人数  ３０７人 ３３０人 
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事 業 名 73 【重点】日中一時支援事業（地域生活支援事業） 

担 当 課 福祉課 

事業概要 
障がい児が日中の活動する介護の場と家庭の就労支援及び日常的にケ

アしている家族の一時的な休息を図ります。 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

利用人数  １３８人 １４０人 

 

事 業 名 74 【重点】外国人児童生徒支援事業 

担 当 課 学校教育課 

事業概要 

外国人児童生徒が安心して学校に通い、将来への夢や希望をもって学校

生活が送れるように、以下の施策を通じて日本語指導や学習指導等の支

援、保護者への就学案内等の充実を図る。このことにより、不就学の解

消を図り、子どもたちの学ぶ権利を守る。 

・外国人児童生徒適応指導教室「かけはし」の設置と運営及び、指導員

（６名）の配置 

・市内小中学校７校（小：５校 中：２校）への日本語教室の設置と運

営 

・外国人児童生徒指導員（８名）、支援員（５名）の市内小中学校への

配置（５名） 

・「小山市版外国人のための就学ガイド」（スペイン語・ポルトガル語・

英語・中国語・タイ語）の作成と配付 

・外国人就学説明会の実施（保護者対象：年１回） 

・外国人児童生徒教育研究会（市内日本語教室担当者対象：年８回） 

・外国人児童生徒教育研修会（市内教職員対象：年１回） 

実績と目標 
平成 30（2018）年度 令和６（2024）年度 

就学率 ９５％ １００％ 

 

事 業 名 75 要保護児童等対策地域協議会 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

要保護児童等対策地域協議会等の児童虐待防止ネットワークの範囲拡

大を進め、児童虐待に関する情報交換並びに関係機関との連携を進め、

要保護児童対策に関する広報・啓発を推進します。 
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事 業 名 76 母子・父子自立支援員による相談・支援 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

母子・父子自立支援員兼婦人相談員による、母子家庭や父子家庭の生活

自立のための相談・情報提供の充実を図るとともに、家庭内で起こる

様々な悩み・DV 等の相談を行います。 

 

事 業 名 77 ひとり親家庭等への就業支援 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

ひとり親家庭の生活状況や就業希望等に応じて自立支援プログラムを

策定し、資格取得促進のための事業紹介やハローワークと連携して求人

情報等の提供を行い、就業支援を実施します。また、母子父子寡婦福祉

資金において技能習得資金等の貸付やひとり親家庭自立支援教育訓練

給付金等の支援を行います。 

 

事 業 名 78 母子生活支援施設 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

１８歳未満の子どもを養育している母子家庭が、様々な事情から、子ど

もの養育が困難な場合に、安心して自立に向けた生活を営めるよう、入

所による生活や子育ての支援を行います。 

 

事 業 名 79 虐待被害者等緊急時安全確保事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

虐待もしくはＤＶ等により被害を受けたり、繰り返し被害を受ける恐れ

のある家族に対し、緊急時における安全確保のための一時的に避難でき

る施設を提供します。 

 

事 業 名 80 母子寡婦福祉団体の活動支援 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 
母子及び父子並びに寡婦家庭の生活の安定と、児童の福祉の向上を図る

ため、無利子又は低利子の資金の貸付を行います。 

 

事 業 名 81 ひとり親家庭等日常生活支援事業 

担 当 課 子育て包括支援課 

事業概要 

母子世帯の母・寡婦及び父子世帯の父が、一時的に日常生活が困難とな

った場合に、家庭生活支援員を派遣して、育児や身の周りの世話を行い

ます。 
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事 業 名 82 保育所等訪問支援 

担 当 課 福祉課 

事業概要 
保育所等に通う障がい児が、障がい児以外の児童と集団生活適応するた

めの専門的な支援を行います。 

 

事 業 名 83 短期入所 

担 当 課 福祉課 

事業概要 
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入

浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

事 業 名 84 居宅介護 

担 当 課 福祉課 

事業概要 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

事 業 名 85 障がい児福祉手当 

担 当 課 福祉課 

事業概要 
身体又は精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護

を必要とする状態にある 20 歳未満の方に支給します。 

 

事 業 名 86 難病等福祉手当 

担 当 課 福祉課 

事業概要 
栃木県から小児慢性特定疾病医療受給者証等を発行されている方に支

給します。 

 

事 業 名 87 重度心身障がい児介護手当 

担 当 課 福祉課 

事業概要 
身体障害者手帳 1・2 級、療育手帳 A1・A2 を所持している児童(20 歳

未満)の保護者に支給します。 

 

事 業 名 88 軽度・中程度難聴児補聴器購入費等助成 

担 当 課 福祉課 

事業概要 
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度の難聴児を対象に、補

聴器の購入費用の一部を助成します。 

 

 

 



56 

事 業 名 89 教育・保育施設における特別の支援を要する児童の受入れ推進 

担 当 課 こども課 

事業概要 

幼稚園・保育園（所）・認定こども園及び学童保育クラブにおける障が

い児等の特別な支援が必要な子どもの受け入れを促進し、職員の質の向

上のための研修等を推進します。 

 

事 業 名 90 交通安全対策の推進 

担 当 課 生活安心課・教育総務課・学校教育課・こども課 

事業概要 

子どもたちを交通事故から守るため、保育・幼稚園児及び小学生を中心

とした交通安全教室や立哨指導を実施します。また、一般交通指導員の

配置適正化を図ります。通学路について、関係機関が連携し、定期的な

合同点検の実施、対策の検討、対策実施後の効果把握、対策の改善の充

実を繰り返し実施します。保育園などが実施する園外活動の安全確保な

どのため、幼稚園・保育園（所）・認定こども園施設周辺への「キッズ

ゾーン」設定を関係機関と連携し実施してまいります。 

 

事 業 名 91 防犯対策の推進 

担 当 課 生活安心課・教育総務課 

事業概要 

子どもを犯罪等の被害から守るため、防犯パトロール団体への支援を行

うとともに、不審者情報や防犯情報などを含む「小山市安全安心情報メ

ール」の一斉配信や必要箇所への防犯カメラの設置等を行います。 
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（８）重要業績指標（ＫＰＩ） 

基本的

視点 

基本 

目標 
No 指標 

現状値 

平成 30（2018）年度 

目標 

令和 6（2024）年度 

視点

Ⅰ 

１ 
1 とちぎ結婚支援センター小山お引き合わせ数 328 組 500 組 

2 婚姻数 753 人 現状値以上 

２ 

3 合計特殊出生率 
1.36(H29) 

R2 年 2 月公表 
1.57 

4 妊婦健康診査受診率 89% 100% 

5 

産後、退院してからの１ケ月程度、助産師や保

健師等からの指導、ケアを十分に受けることが

できた者の割合 

86.1% 90% 

６ 妊娠早期（11 週以内）の妊娠届出率 95.6% 100% 

視点

Ⅱ 

３ 

７ ワーク・ライフ・バランス推進事業者認定数 36 102 

８ 男性の育児休業取得率 4.5% 15% 

９ 
仕事・家庭生活・プライベートな時間のバラン

スがとれていると感じている人の割合 

67.2% 

(H27) 
100% 

10 待機児童数 

４月 0 人 0 人 

10 月 
34 人 

（H31） 
0 人 

11 保育施設の充実（施設数） 45 か所 49 か所 

４ 12 希望する子どもの人数 2.3 人 3 人 

５ 
13 

子どもが急病のときに困らず病院を受診でき

た人の割合 

64% 

(H31) 
90% 

14 子育て環境や支援に満足している人の割合 26.4% 40% 

視点

Ⅲ 

６ 

15 学童保育クラブの利用者数 1,719 人 1,900 人 

16 
幼稚園・保育所・保育園、小学校、中学校、義

務教育学校における交通安全教室の実施回数 
33 回 35 回 

７ 

17 虐待による死亡児童数 0 人 0 人 

18 
要保護児童生活応援事業（子どもの居場所）実

施個所 
2 か所 3 か所 

19 
ひとり親への就業支援(就労したひとり親の

数) 
10 人 20 人 

20 外国人児童生徒の就学率 95% 100% 
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２ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」と「確保方策」 

（１）教育・保育の需要量及び確保の方策 

①幼稚園・認定こども園（1 号認定、3～5 歳児） 

教育を必要とする３～５歳児を幼稚園、認定こども園（1 号）において受け入れ、

教育を実施する。 

【量（利用児童数）の見込みの算出根拠】 

 ・平成 31（2019）年４月から過去２ヵ年４月の３歳児以上児童数に対する３歳児

以上の申込率は約９４％であり、その値から各年度の保育利用見込率を差し引き

該当年度の申込率を見込み、その値を就学前児童見込数に乗じて算出しました。 

【確保方策】 

 ・幼稚園及び認定こども園（教育認定）により確保します。 

 ・保育を必要とする教育の利用希望が強い児童は、預かり保育との併用により確保

します。 

 ・現状の定員は、量の見込みを上回っている状況です。 

（単位：人） 

 令和 2

（2020）年度 

令和 3

（2021）年度 

令和 4

（2022）年度 

令和 5

（2023）年度 

令和 6

（2024）年度 

① 量の見込み 2,182 2,006 1,853 1,763 1,708 

②
確
保
方
策 

教育・保育（1 号認定） 1,445 1,620 1,854 1,860 1,863 

教育・保育（2 号認定） 

教育の利用希望が強い 
620 570 527 501 486 

確認を受けない幼稚園 631 401 120 140 152 

②-① 514 585 648 738 793 
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②保育園（所）・認定こども園（2 号認定、3～5 歳児） 

保育を必要とする３～５歳児を保育所（園）、認定こども園（２号）において受け入

れ、保育を実施する。 

【量（利用児童数）の見込みの算出根拠】 

・平成 31（2019）年４月から過去２ヵ年４月の３歳児以上児童数に対する申込率

の平均伸び率 3.2％を前年度の申込率に加え該当年度の申込率を見込み、その値

を就学前児童見込数に乗じて算出しました。 

【確保方策】 

・認定こども園（保育認定）や認可保育所の整備、利用定員の見直し等により、量

の拡大・確保に努めます。 

・幼稚園及び認定こども園（教育認定）の預かり保育利用による確保方策と、バラ

ンスを取りながら進めていきます。 

（単位：人） 

 
令和 2

（2020）年度 

令和 3

（2021）年度 

令和 4

（2022）年度 

令和 5

（2023）年度 

令和 6

（2024）年度 

① 量の見込み 1,718 1,811 1,917 1,909 1,936 

②
確
保
方
策 

教育・保育 1,830 1,901 1,961 1,934 1,941 

地域型保育 0 0 0 0 0 

②-① 112 90 44 25 5 
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③保育園（所）・認定こども園（３号認定、０～２歳児） 

保育を必要とする０～２歳児を保育園（所）、認定こども園（３号）において受け入

れ、保育を実施する。 

【量（利用児童数）の見込みの算出根拠】 

・平成 31（2019）年４月から過去２ヵ年４月の１・２歳児及び０歳児児童数に対

する申込率の平均伸び率２．２％（０歳児は２．３％）を前年度の申込率に加え

該当年度の申込率を見込み、その値を就学前児童見込数に乗じて算出しました。 

【確保方策】 

・認定こども園や認可保育所の整備により、量の拡大・確保に努めます。 

・年度途中からの入所申込みが多いことを踏まえ、年度末の利用申込みに対応でき

る量の確保に努めます。                    （単位：人） 

 令和 2

（2020）年度 

令和 3

（2021）年度 

令和 4

（2022）年度 

令和 5

（2023）年度 

令和 6

（2024）年度 

① 量の見込み 1,361 1,441 1,507 1,512 1,521 

②
確
保
方
策 

教育・保育 1,460 1,589 1,692 1,719 1,732 

地域型保育 0 0 0 0 0 

②-① 99 148 185 207 211 

 

④幼稚園・保育園（所）・認定こども園の整備（見込み） 

幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持つ認定こども園の普及、増加する保育ニーズ

に対応する民間保育園の整備を推進し、保育の受け皿の拡大・確保を図るとともに、

利用者の選択に基づき希望する教育・保育施設が利用出来るようにします。 

■各年度における整備量                          （単位：人） 

 令和 2（2020） 

年度 

令和 3（2021） 

年度 

令和 4（2022） 

年度 

令和 5（2023） 

年度 

令和 6（2024） 

年度 

幼稚園 4 4 3 3 3 

保育園（所） 33 33 34 34 34 

認定こども園 14 15 16 16 16 

合計 51 52 53 53 53 

 

＊保育園(所)の増加は、認定こども園との一体化に伴う小規模保育園の減少と、新設（令和 3 年度に 1 園、令和 4 年

度に 1 園）によるものです。 

＊幼稚園の減少は、認定こども園への移行と、認可外保育施設 1 園の認可(見込)によるものです。 

＊幼稚園の認定こども園への移行は、計画策定時点の見込みであり、各施設の検討状況により変動します。 
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（２）子ども・子育て支援事業量の見込みと確保方策 

①利用者支援事業 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等

の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を

実施する事業です。 

【量の見込みと確保方策】 

・現在、子育て支援相談室「ほほえみ」で利用者支援事業として、情報の提供や相

談を実施しています。 

 令和 2

（2020）年度 

令和 3

（2021）年度 

令和 4

（2022）年度 

令和 5

（2023）年度 

令和 6

（2024）年度 

量の見込み（か所） 1 1 1 1 1 

確保方策（か所） 1 1 1 1 1 

 

② 延長保育事業 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日の利用時間を超えて、保育園(所)・

認定こども園において保育を実施する事業です。 

【量の見込み】 

・就学前児童数見込みに、延長保育を利用する傾向にある家庭類型の割合（55.3%）

及び利用意向率（22.6%）を乗じて量を見込みました。 

【確保方策】 

 ・認定こども園や保育施設の整備による実施施設の増加を図ります。 

 令和 2

（2020）年度 

令和 3

（2021）年度 

令和 4

（2022）年度 

令和 5

（2023）年度 

令和 6

（2024）年度 

量の見込み（人回） 1,007 992 979 960 950 

確保方策（人） 1,110 1,110 1,140 1,140 1,140 

 

③放課後児童健全育成事業（学童保育クラブ等） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の

終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 
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【量の見込みと確保方策】 

・小学校区ごとの需要に対応し、適切な整備や統合を行うことにより、令和２（2020）

年度の 64 か所から、令和６（2024）年度までに 65 か所まで施設を増設します。 

 令和 2（2020）

年度 

令和 3

（2021）年度 

令和 4

（2022）年度 

令和 5

（2023）年度 

令和 6

（2024）年度 

量 の 見 込

み（人） 

低学年 1,378 1,393 1,418 1,433 1,447 

高学年 483 483 483 483 483 

合計 1,861 1,876 1,901 1,916 1,930 

確保方策（人） 2,068 2,058 2,085 2,125 2,125 

 

 

小学校区ごとの見込み 

令和 2

（2020）

年度 

令和 3

（2021）

年度 

令和 4

（2022）

年度 

令和 5

（2023）

年度 

令和 6

（2024）

年度 

小山第一小学校区 

施設数２ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 35  35  35  35  35  

高学年 19  19  19  19  19  

合計 54  54  54  54  54  

確保方策（人） 80  80  80  80  80  

小山第二小学校区 

施設数２ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 37  37  37  37  37  

高学年 14  14  14  14  14  

合計 51  51  51  51  51  

確保方策（人） 60  60  60  60  60  

小山第三小学校区 

施設数３ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 53  53  53  53  53  

高学年 28  28  28  28  28  

合計 81  81  81  81  81  

確保方策（人） 110  110  110  110  110  

東城南小学校区 

施設数３ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 136  136  136  136  136  

高学年 12  12  12  12  12  

合計 148  148  148  148  148  

確保方策（人） 155  155  155  155  155  

小山城南小学校区 

施設数３ 

(増１) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 81  86  91  96  100  

高学年 40  40  40  40  40  

合計 121  126  131  136  140  

確保方策（人） 100  100  100  140  140  

旭小学校区 

施設数３ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 55  65  75  85  95  

高学年 14  14  14  14  14  

合計 69  79  89  99  109  

確保方策（人） 115  115  115  115  115  
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小学校区ごとの見込み 

令和 2

（2020）

年度 

令和 3

（2021）

年度 

令和 4

（2022）

年度 

令和 5

（2023）

年度 

令和 6

（2024）

年度 

小山城北小学校区 

施設数３ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 103  103  103  103  103  

高学年 30  30  30  30  30  

合計 133  133  133  133  133  

確保方策（人） 145  145  145  145  145  

若木小学校区 

施設数３ 

(減１) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 35  35  35  35  35  

高学年 25  25  25  25  25  

合計 60  60  60  60  60  

確保方策（人） 110  80  80  80  80  

小山城東小学校区 

施設数４ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 80  80  80  80  80  

高学年 27  27  27  27  27  

合計 107  107  107  107  107  

確保方策（人） 120  120  120  120  120  

大谷東小学校区 

施設数６ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 165  165  165  165  165  

高学年 52  52  52  52  52  

合計 216  216  216  216  216  

確保方策（人） 220  220  220  220  220  

大谷南小学校区 

施設数１ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 5  5  5  5  5  

高学年 0  0  0  0  0  

合計 5  5  5  5  5  

確保方策（人） 5  5  5  5  5  

大谷北小学校区 

施設数５ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 134  134  134  134  134  

高学年 31  31  31  31  31  

合計 165  165  165  165  165  

確保方策（人） 165  165  165  165  165  

間々田小学校区 

施設数５ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 70  70  70  70  70  

高学年 34  34  34  34  34  

合計 105  105  105  105  105  

確保方策（人） 140  140  140  140  140  

乙女小学校区 

施設数３ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 47  47  47  47  47  

高学年 28  28  28  28  28  

合計 75  75  75  75  75  

確保方策（人） 80  80  80  80  80  

間々田東小学校区 

施設数４ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 93  93  93  93  93  

高学年 43  43  43  43  43  

合計 136  136  136  136  136  

確保方策（人） 160  160  160  160  160  
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小学校区ごとの見込み 

令和 2

（2020）

年度 

令和 3

（2021）

年度 

令和 4

（2022）

年度 

令和 5

（2023）

年度 

令和 6

（2024）

年度 

下生井小学校区 

施設数１ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 5  5  5  5  5  

高学年 0  0  0  0  0  

合計 5  5  5  5  5  

確保方策（人） 5  5  5  5  5  

網戸小学校区 

施設数１ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 5  5  5  5  5  

高学年 0  0  0  0  0  

合計 5  5  5  5  5  

確保方策（人） 5  5  5  5  5  

中・寒川小学校区 

施設数１ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 5  5  5  5  5  

高学年 0  0  0  0  0  

合計 5  5  5  5  5  

確保方策（人） 5  5  5  5  5  

豊田南小学校区 

施設数１ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 13  13        

高学年 0  0        

合計 13  13        

確保方策（人） 13  13        

豊田北小学校区 

施設数１ 

(増減＋１) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 22  22  45  45  45  

高学年 8  8  8  8  8  

合計 30  30  53  53  53  

確保方策（人） 30  30  70  70  70  

穂積小学校区 

施設数１ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 5  5  5  5  5  

高学年 0  0  0  0  0  

合計 5  5  5  5  5  

確保方策（人） 5  5  5  5  5  

羽川・萱橋小学校

区 

施設数５ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 157  157  157  157  157  

高学年 63  63  63  63  63  

合計 220  220  220  220  220  

確保方策（人） 170  190  190  190  190  

羽川西小学校区 

施設数１ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 22  22  22  22  22  

高学年 6  6  6  6  6  

合計 28  28  28  28  28  

確保方策（人） 30  30  30  30  30  

絹義務教育学校区 

施設数１ 

(増減０) 

利用児童数

の見込み

（人） 

低学年 16  16  16  16  16  

高学年 10  10  10  10  10  

合計 26  26  26  26  26  

確保方策（人） 40  40  40  40  40  
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④子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た子どもを児童養護施設等で預かり、必要な保護を行う事業【短期入所生活援助事業

（ショートステイ事業）】です。 

 

【量の見込みと確保方策】 

 ・これまでの実績を勘案し、量（利用者数）の見込みを設定します。 

 令和 2

（2020）年度 

令和 3

（2021）年度 

令和 4

（2022）年度 

令和 5

（2023）年度 

令和 6

（2024）年度 

量の見込み（人） 30 30 30 30 30 

確保方策 30 30 30 30 30 

 

⑤乳児家庭全戸訪問事業 

生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や

養育環境等の把握を行い、必要なサービスにつなげる事業です。 

【量の見込みと確保方策】 

 ・量（対象者数）の見込みは、０歳児の推計児童数とします。 

 令和 2

（2020）年度 

令和 3

（2021）年度 

令和 4

（2022）年度 

令和 5

（2023）年度 

令和 6

（2024）年度 

量の見込み（人） 1,268 1,247 1,231 1,216 1,201 

確保方策 実施体制：助産師（非常勤特別職）、保健師 

 

⑥養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言

等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

【量の見込みと確保方策】 

 ・実績を勘案し、量（対象者数）の見込みを設定します。 

 令和 2

（2020）年度 

令和 3

（2021）年度 

令和 4

（2022）年度 

令和 5

（2023）年度 

令和 6

（2024）年度 

量の見込み（人） 400 400 400 400 400 

確保方策 400 400 400 400 400 
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⑦地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

【量の見込みと確保方策】 

・０～2 歳の児童数に、現在利用している児童の割合（19.8%）及び利用意向日数

（3.5 日）を乗じて量を見込みました。 

 令和 2

（2020）年度 

令和 3

（2021）年度 

令和 4

（2022）年度 

令和 5

（2023）年度 

令和 6

（2024）年度 

量の見込み（人） 2,707 2,687 2,651 2,615 2,583 

確保 

方策 

（人回/月） 2,707 2,687 2,651 2,615 2,583 

（か所） 7 7 7 7 7 

 

⑧預かり保育事業 

保護者の仕事、疾病、用事等の理由により、幼稚園・認定こども園において、教育

時間の前後の時間、在園時を預かり必要な保育を行う事業です。 

【量の見込みと確保方策】 

・前年度の利用実績に、平成 28 年度から 30 年度までの利用児童数の推移（前年度

比 96.5%）を乗じて全体の量を見込み、実績から 1 号の利用割合を 20.2％とし

てそれぞれの量を見込みました。 

 

令和 2

（2020）年

度 

令和 3

（2021）年

度 

令和 4

（2022）年

度 

令和 5

（2023）年

度 

令和 6

（2024）年

度 

量 の 見 込 み （ 人 日 ） 
1 号による利用 16,363 15,791 15,238 14,705 14,190 

2 号による利用 64,643 62,380 60,197 58,090 56,057 

確保方策（人

日） 
在園児対象型 90,000 95,000 95,000 95,000 95,000 

 

⑨一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として

昼間の時間、保育園（所）、認定こども園、その他の場所において一時的に預かり、

必要な保護を行います。 

 

 

 



67 

【量の見込みと確保方策】 

 ・一時預かりは、過去 3 年間の平均利用人数（5,760 人）に、毎年度の利用伸び率

を 0.7％（平成 30 年度実績）として量を見込みました。 

 

令和 2

（2020）年

度 

令和 3

（2021）年

度 

令和 4

（2022）年

度 

令和 5

（2023）年

度 

令和 6

（2024）年

度 

量の見込み（人日） 5,800 5,840 5,880 5,921 5,962 

確保方策（人日） 

一時預かり 

（保育園(所)等） 
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

子育て援助活動支援事業  

（病児・緊急対応強化事業を除く）  
135 135 135 135 135 

 

⑩病児・病後児保育事業 

病児･病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護

師等が一時的に保育を行う事業です。 

【量の見込みと確保方策】 

・就学前児童数見込みに、病児・病後児保育を利用する傾向にある家庭類型の割合

（55.1%）、利用意向率（20.8%）及び利用意向日数（3 日）を乗じて量を見込み

ました。 

 

令和 2

（2020）年

度 

令和 3

（2021）年

度 

令和 4

（2022）年

度 

令和 5

（2023）年

度 

令和 6

（2024）年

度 

量の見込み（人日） 2,670 2,729 2,695 2,641 2,615 

確保方策（人日） 

病児・病後児保育

事業 
3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 

子育て援助活動支援事業  

（病児・緊急対応強化事業）  
5 5 5 5 5 

 

⑪ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

乳幼児や小学生等の子どもを持つ子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等

の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活

動に関する連絡、調整を行う事業です。 

 

 

 



68 

【量の見込みと確保方策】 

 ・実績を勘案し、量（件数）の見込みを設定します。 

 

令和 2

（2020）年

度 

令和 3

（2021）年

度 

令和 4

（2022）年

度 

令和 5

（2023）年

度 

令和 6

（2024）年

度 

量の見込み（件） 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

確保方策（件） 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 

⑫妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態

の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応

じた医学的検査を実施する事業です。 

【量の見込みと確保方策】 

・平成 30 年度の対象者数に推計人口データにおける 0 歳児人口の減少率を乗じた

人数に妊婦健診の平均回数 12 回を乗じて必要な量を見込みました。 

 

令和 2

（2020）年

度 

令和 3

（2021）年

度 

令和 4

（2022）年

度 

令和 5

（2023）年

度 

令和 6

（2024）年

度 

量の見込み（人回） 17,256 16,956 16,728 116,524 16,320 

確保方策 
実施場所：栃木県内外医療機関および助産所 

実施体制：医療機関委託 

 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業

です。必要に応じ実施を検討します。 
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（３）教育・保育提供区域 

 

① 教育・保育認定 

子ども・子育て支援法、その他関係法令に基づき、幼稚園や保育園（所）、認定こど

も園などを利用するにあたって、保育の必要性の有無に応じて認定を受けることが必

要です。認定には 1 号認定から 3 号認定までの区分があり、その区分に応じて利用施

設等が決められています。 

1 号認定は、3 歳以上で幼稚園や認定こども園（教育部分）の利用者、2・3 号認定

は、就労などの理由で、家庭内保育ができない、保育園（所）や認定こども園（保育

部分）の利用者となり、３歳以上と３歳未満で区分されます。 

保育の必要性の認定については、保護者の申請を受けた市町村が、子ども・子育て

支援法等に基づき、事務処理を行うこととなります。 

 

年齢の 

区分 

保育の 

必要性 
認定の区分 

支給認定により 

利用できる施設・事業 

３歳 

以上児 

なし 
１号認定 

（教育標準時間認定） 
幼稚園・認定こども園 

あり 
２号認定 

（保育認定） 

保育標準時間 
保育所・認定こども園 

保育短時間 

３歳 

未満児 

なし 認定対象外 － 

あり 
３号認定 

（保育認定） 

保育標準時間 保育園(所）・認定こども園・

地域型保育事業 保育短時間 

 

②教育・保育提供区域 

子ども・子育て支援法第 61 条第２項により、市町村は地理的条件や、人口、交通事

情その他の社会条件及び教育・保育施設の整備状況を総合的に勘案して教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業の提供区域を設定し、区域ごとの量の見込みを算出すると

ともに、事業内容や実施時期を示すことが義務づけられています。 

利用者の視点に立ち、本市の人口規模・地域特性や教育・保育を提供するための施設

の整備状況を勘案し、１次計画と同様に本市全体を一つの区域として設定し、事業必要

量を算出した上で施設整備や事業等を計画に位置付けることとします。  
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（４）量の見込みについて 

 

①量の見込みの算出方法 

量の見込みについては、「子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査」の回答結果

に基づき、各事業の教育・保育提供区域ごとに算出を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②潜在家族類型 

潜在家庭類型は、ニーズ調査で把握した父母の「現在の就労状況」及び「将来の就

労希望」を踏まえ算出しています。なお、家庭類型は国の基準に基づいた種類です。 

 

家庭類型 父母の有無と就労状況 

タイプ A ひとり親家庭（父子家庭・母子家庭） 

タイプ B フルタイム×フルタイム（夫婦共働き） 

タイプ C フルタイム×パートタイム（夫婦共働き） 

（就労時間：月 120 時間以上＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプ C´ フルタイム×パートタイム（夫婦共働き） 

（就労時間：月 48 時間未満＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプ D 専業主婦（夫）（夫婦のどちらかが働いている） 

タイプ E パートタイム×パートタイム（夫婦共働き） 

（就労時間：双方が月 120 時間以上＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプ E´ パートタイム×パートタイム（夫婦共働き） 

（就労時間：いずれかが月 48 時間未満＋48 時間～120 時間の一部） 

タイプ F 無業（無職）×無業（無職）（どちらも働いていない） 
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第５章 新・放課後子ども総合プラン事業の推進 

 
地域社会の中で、放課後等に子どもたちが安全で健やかに成長できる居場所づくりを推進す

るため、小山市では、平成１９（2007）年度から教育委員会と福祉部局が連携を図り、「学童

保育クラブ（放課後児童クラブ）」と「放課後子ども教室」を総合的な放課後対策（放課後子ど

もプラン）として推進してきました。 

また、平成２６（2014）年７月には、国が全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、

多様な体験・活動を行うことができるよう、「放課後子ども総合プラン」を策定したことから、

本市においても「小山市子ども・子育て支援事業計画」に行動計画を位置付け、学童保育クラブ

と放課後子ども教室の一体的な実施を推進してきました。 

そして、平成３０（2018）年９月、これまでの放課後児童対策の取り組みを更に推進させる

ため、国が「新・放課後子ども総合プラン」を策定したことから、本市では「第２次小山市子ど

も・子育て支援事業計画」に新たな行動計画を位置付け、学童保育クラブと放課後子ども教室の

一体的な実施を推進してまいります。 

 

新・放課後子ども総合プランの目標 

１ 学童保育クラブの整備 
2019 年度から 2023 年度の５年間で約 30 万人分を整

備。 

２ 
一体的又は連携した事業

の実施 

全ての小学校区で放課後学童保育クラブと放課後子ども教

室を実施。うち一体型の実施を 1 万か所以上で実施。 

３ 学校施設の徹底活用 
新たな放課後学童保育クラブ又は放課後子ども教室の整備
は学校施設を徹底的に活用。新規学童保育クラブの約 80％
を小学校内で実施。 

4 
学童保育クラブの役割の
向上 

学童保育クラブが、社会性の習得や発達段階に応じた遊びや
生活ができる場となり、子どもの自主性や社会性の向上が図
られるよう徹底。 

 

学童保育クラブ・放課後子ども教室の概要 

 放課後児童健全育成事業 

「学童保育クラブ」 

放課後子ども教室推進事業 

「放課後子ども教室」 

対象児童 共働き家庭など留守家庭の児童 全児童 

参加形態 登録制【預かり型】 登録制【自由参加型】 

実施場所 学童保育館等 余裕教室・学校諸施設等 

実施時間 下校時間 ～ 18:00（延長あり） 

（保護者の迎えで帰宅） 

下校時間 ～ 地域に応じて設定 

（保護者等の迎えで帰宅） 

実施日数 月 ～ 金曜日 

（土・長期休業中の実施あり） 

曜日・回数等は地域に応じて設定 

運営主体 学童保育クラブ 放課後子どもプラン運営委員会 

スタッフ 放課後児童指導員 地域コーディネーター、協働活動サポ

ーター 

利用負担 入会金・保育料・おやつ代等 傷害保険加入料等 
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一体的又は連携して行う学童保育クラブ・放課後子ども教室のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新・放課後子ども総合プラン行動計画】 

１）学童保育クラブの令和６（２０２４）年度までの目標整備量 

幼稚園や保育園等で実施する小規模な学童保育事業を含む学童保育クラブについて、小

学校区ごとの需要に対応し、適切な整備や統合を行うことにより、令和元（2019）年度の

６４か所から令和６（2024）年度までに６５か所整備するとともに、このうち３７％を小

学校内で実施することを目指します。 

２）放課後子ども教室の令和６（２０２４）年度までの実施計画 

地域の実情等を考慮し、放課後子ども教室を令和（2019）元年度の５か所から令和６

（2024）年度までに６か所整備することを目指します。 

３）一体型の学童保育クラブ及び放課後子ども教室の令和６（２０２４）年度までの目標事業

量 

次世代を担う人材を育成するために、全ての就学児が放課後等を安全・安心に過ごし、多

様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした学童保育クラブ及び放課後子

ども教室の実施を進めていきます。一体的又は連携した学童保育クラブ及び放課後子ども

教室を令和元（2019）年度の５か所から令和６（2024）年度までに６か所整備すること

を目指します。 

４）学童保育クラブ及び放課後子ども教室の実施に関する具体的方策 

  ①一体的又は連携による実施 

児童の安全・安心な居場所を確保するため、同一の小学校区内で学童保育クラブ及び放

課後子ども教室を実施し、共働き家庭等を含めた全ての児童が放課後子ども教室の活動

プログラムに参加できるよう推進します。 
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    また、放課後子ども教室を定期的（週１～２回程度）に実施する場合は、放課後子ども

教室の活動プログラムに学童保育クラブの児童も参加できるよう、両事業の従事者・参画

者が連携して情報共有を図り、活動内容や実施日を放課後児童指導員等が把握し、児童の

主体的な参加を促します。 

   ● 両事業の効率的・効果的な運営方法等を協議する「運営委員会」を設置します。 

   ● 両事業の円滑な実施を図るため、放課後子ども教室のコーディネーターと放課後児

童指導員が連携して共通プログラムの企画を行います。 

   ● 両事業の従事者・参画者を対象とした研修を実施しプログラムの充実を図ります。 

   ● 放課後子ども教室終了後の児童の移動や帰宅について、学童保育クラブと連携して

安全確保を図ります。 

   ● 保護者や地域のニーズを踏まえ、子どもがのびのび遊べるよう学校施設以外の公民

館や児童センター等の施設についても、学童保育クラブ及び放課後子ども教室と連携

した活用を図ります。 

  ②小学校の余裕教室等の活用 

学童保育クラブ及び放課後子ども教室の実施に当たっては、学校教育に支障が生じな

い限り、余裕教室や放課後等に一時的に使われていない教室等の活用を促進します。 

特に、新たな放課後学童保育クラブ又は放課後子ども教室の整備にあたっては、学校施

設の活用について、関係者の協力を求めるものとします。 

また、保護者や地域のニーズを踏まえ、長期休業日や土曜日等、学校の授業日以外の活

動への対応についても検討します。既に学校の用途として活用されている余裕教室につ

いても、必要に応じて学校教育の目的に使用していない放課後等の時間帯について、一

時的な利用を検討します。 

   ● 「運営委員会」で余裕教室の活用状況等について協議を行い、学校諸施設の積極的な

活用を推進します。 

● 学校との連携を強化し、特別教室、体育館、校庭、図書室等の一時的な利用を推進し

ます。 

  ③教育委員会と福祉部局の連携 

学校は、放課後も児童が校外に移動せずに安全に過ごせる場所であり、教育委員会と福

祉部局が垣根を越えて、放課後対策に連携して取り組むことが重要です。 

    このため、学校施設を活用する場合でも、教育委員会及び福祉部局が実施主体となり、

責任を持って管理運営に当たります。 

また、事故が起きた場合の対応や、教室不足により学童保育クラブ及び放課後子ども教

室に転用したスペースを学校教育に使用する必要性が生じた場合の取決め等、学校施設

の使用に当たり、学校や関係者の不安が払拭されるよう努めます。 
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   ● 放課後活動の実施にあたり責任体制を文書化するなど明確にします。 

   ● 「総合教育会議」を活用し、総合的な放課後対策について協議します。 

５）学童保育クラブの開所時間の延長 

利用者の実情に応じて学童保育クラブの開所時間を延長することにより、共働き家庭

等の保護者が安心して働ける環境整備を図ります。 

● 令和６（2024）年度までに、まだ延長していない学童保育クラブを午後７時まで延

長することを目指します。 

６）学童保育クラブの役割を向上するための方策 

  学童保育クラブが、単に放課後の子どもの居場所となるだけでなく、基本的な生活習

慣や異年齢児童との交流を通じた社会性の習得、発達段階に応じた主体的な遊びや生活

ができる場となるよう、指導員の研修の量と質を充実することにより、資質の向上を図

ります。 

    また、利用児童の保護者にも運営への積極的な協力を求めるとともに、小学校や地域の

関係者にも学童保育クラブへの理解が深まるよう協力を求めます。 

   ● 放課後児童支援員認定資格研修及び他の指導員研修会参加への支援 

   ● 小学校と学童保育クラブの連携強化 

 ７）特別な配慮を必要とする児童への対応 

    学童保育クラブや放課後子ども教室において、障がいのある児童や家庭の状況で配慮が

必要な児童も多く利用することから、特別な配慮が必要な児童が安心して過ごせる場と

なるよう関係者の配慮を求めるとともに、必要に応じて専門機関や支援施設との連携を

図ります。 

 

【施策・事業】 

事業名 事業内容 担当 

新・放課後子ども

総合プラン事業の

推進 

全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多

様な体験・活動を行うことができるよう、「学童保育クラ

ブ」及び「放課後子ども教室」を推進します。 

 

 

指標 

現状 
令和元 

(2019)年度 

目標値 
令和６ 

(2024)年度 

学童保育クラブ 
(放課後児童健全育成事業) 

 ６４か所  ６５か所 

放課後子ども教室 ５か所 ６か所 

学童保育クラブと
放課後子ども教室
の一体的又は連携
した実施 

５か所 ６か所 

 

こども課 

生涯学習課 
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第６章 計画の推進体制と進捗管理 

 

１ 計画の推進体制 

本計画の推進にあたり、行政、教育・保育施設関係者その他子育てに関わる関係団

体・機関が相互に連携し、協働して子育て支援に関わる取り組みを積極的に進めます。 

また、本計画の具現化のためには、家庭・行政・地域・学校・企業が密接な連携を

図り、子どもの人権に配慮しながら、それぞれに適切な役割と責任を果たしていくこ

とが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

家庭
保護者と子

家庭、地域、施設等子どもの
生活の場を連携させ、地域コ
ミュニティーの中で子どもを育
成していきます。

子どもの
人権

子育てと
仕事の両立

子どもの
健全育成

学校

次代を子どもたちが健や
かに成長していけるよう、
基礎学力の向上を図ります。

行政

子どもの最善の利益の実
現を念頭に、質を確保しな
がら、地域の実情に応じた
取組を関係者と連携し推進
します。

地域

日頃から各種地域団体間
の積極的に推進し連携を強
め、世代間交流を図るとと
もに、子どもの健全育成に
関する活動をます。

幼稚園・認定こども園・
保育園（所）

専門的知識や技術・施設を
活用して、子どもたちの生き
る力と豊かな心を育む教育・
保育の充実に努めます。

企業

働く人の職業生活と家庭
生活との両立（ワーク・ラ
イフ・バランス）が図られ
るような雇用環境の整備を
行います。

保護者と子ども 

保育園（所） 

 認定こども園 
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２ 点検・評価 

計画の推進にあたっては、各年度において計画に基づく施策の実施状況を把握・点

検し、その結果をその後の対策の実施や計画の見直し等に反映させていくことが必要

です。 

本計画では、関連各課による施策・事業に関する事務事業評価を行うとともに、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる効率的な行政運営を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進（Do）

目標達成に向けて各種取
組を推進します。

改善（Action）
評価に基づき、計画の改善
を行います。

評価（Check）

取組状況と達成状況を把握
し、評価を行います。

計画策定（Plan）

目標を設定して、実現する
ための計画を立てます。
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第３次小山市保育所整備計画（素案） 
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第２章 保育の現状                   

１．保育を取り巻く状況 

(１) 少子化の進行と人口の減少 

国立社会保障・人口問題研究所の 2018年推計では、小山市の人口は、2020 年の 

167,536人をピークに減少に転じると予測されています。生産年齢人口についても

2005年をピークに減少しており、少子化・高齢化が更に進展する見込みです。 

少子化の進行に伴い就学前の児童数も減少しており、平成 26(2014)年から令和元

(2019)年までの 5年間で 698 人減少している状況にあります。 

【小山市の人口推移及び推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小山市の就学前児童数の推移】 

 

住
民
基
本
台
帳
（
４
月
１
日 

人
口
統
計
）
よ
り 
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(２) 保育ニーズの高まり 

政府は、少子高齢化に立ち向かうため、誰もが生きがいを感じ能力を発揮できる「一

億総活躍社会」の実現を目指しており、その一つとして女性が出産・育児に伴い離職

することなく働き続けることが出来るよう、保育の受け皿の拡大を推し進めています。

少子化にあっても保育ニーズは益々高まっており、平成 25(2013)年度から 5年の計画

で策定された「待機児童解消加速化プラン」に次いで、平成 29(2017)年度からは「子

育て安心プラン」を目標に、保育施設の整備、保育人材確保等の取り組みを推進して

います。 

   また、働き方の多様化や幼児教育・保育の総合的な提供が図られ、より多様で質の

高い保育サービスの提供が求められるようになっています。 

(３) 幼児教育・保育の無償化がスタート 

  子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境を整備するために、令和元

(2019)年 10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。 

  これにより、3 歳～5 歳児クラスの全ての子どもたちの幼稚園・保育所(園)の保育

料が無償化されるとともに、0歳～2歳の住民税非課税世帯も無償化の対象となり、子育

て世帯の教育・保育の費用を社会全体で負担し、少子高齢化に立ち向かう体制づくりが

進められています。 

 

２．幼児教育・保育施設の状況 

(１) 保育所(園)・認定こども園・幼稚園施設数の推移 

平成 26(2014)年度から令和元(2019)年度の 5年間で、公立保育所 2ヶ所（あけぼの保

育所・城東保育所）の民営化を図りました。 

民間保育園は、認定こども園との一体化により 1園を廃園し、東城南とまと保育園を

新設したため、現在の施設数は 24園です。 

また、これまでに 12 の幼稚園が認定こども園へ移行しており、今後も認定こども園

の普及が進む見込みです。 

   

 

 

 

Ｈ２６
（2014）

Ｈ２７
（2015）

Ｈ２８
（2016）

Ｈ２９
（2017）

Ｈ３０
（2018）

Ｒ元
（2019）

公立保育所 12 12 11 11 10 10

民間保育園 22 21 22 23 24 24

認定こども園 0 1 7 9 11 12

幼　稚　園 20 19 12 10 7 6



80 

 

  

(２) 公立保育所民営化の状況 

  小山市の保育所(園)の施設数は、公立保育所 10 ヶ所、民間保育園 24園で、他市と

比較すると小規模な施設が多いため民間保育園の数が多いことが特徴です。 

  また、これまでに 4 ヶ所の公立保育所を民営化しており、34 保育所(園)のうち  

公立保育所の割合は 29%となっています。 

  公立保育所の民営化に関して県内他市の状況をみると、14市中 12市において民営

化が実施・計画されています。また、県内町では、保育施設の数自体が少ないことも

あり、11 町のうち 5 町において公立保育所は設置されておらず、民間保育園が保育

サービスや子育て支援事業を実施し、中心施設として機能している状況にあります。 

 

【参考】公立保育所民営化の実績 

〇平成 15(2003)年 4 月  第三保育所民営化により「こぐま保育園」を開園 

〇平成 25(2013)年 4 月  間々田保育所民営化により「間々田保育園」を開園 

〇平成 28(2016)年 4 月  あけぼの保育所民営化により「あけぼの保育園」を開園 

〇平成 30(2018)年 4 月  城東保育所民営化により「城東にこにこ保育園」を開園 

○令和 3(2021)年 4月(予定) 若木保育所を民設民営により整備する 
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満３ ３歳 ４歳 ５歳 合計 定員 充足率

幼　稚　園 24 401 450 514 1,389 1,715 81.0%

認定こども園
(教育認定）

1 298 327 323 949 1,126 84.3%

合　　計 25 699 777 837 2,338 2,841 82.3%

３．保育所(園)・認定こども園・幼稚園の定員及び入所状況 

 (１) 幼稚園・認定こども園（教育認定）の入園状況 

令和元(2019)年度の幼稚園 6 施設、認定こども園 12 施設の利用定員（教育）は、併

せて 2,841 人で、入園児童数は 2,338人、充足率は 82.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 保育所(園)・認定こども園（保育認定）の入所状況 

平成 30(2018)年度 3 月時点の公立保育所 10 施設、民間保育園 24 施設、認定こども

園 11 施設の利用定員（保育）は、併せて 2,820 人、入所児童数は 2,860 人、入所率は

101.4%でした。内訳は次のとおりです。 

 

 

定員 児童数 入所率 定員 児童数 入所率

公立保育所 34 61 179.4% 225 201 89.3%

民間保育園 214 214 100.0% 638 699 109.6%

認定こども園
(保育認定)

52 48 92.3% 172 188 109.3%

合　　計 300 323 107.7% 1,035 1,088 105.1%

定員 児童数 入所率 定員 児童数 入所率

公立保育所 481 366 76.1% 740 628 84.9%

民間保育園 778 812 104.4% 1,630 1,725 105.8%

認定こども園
(保育認定)

226 271 119.9% 450 507 112.7%

合　　計 1,485 1,449 97.6% 2,820 2,860 101.4%

０歳児 １・２歳児

３歳児以上 全　　体

令和元(2019)年度 5月 1日現在 

平成 30(2018)年度 3月 1日現在 
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(３) 保育所(園)・認定こども園・幼稚園の年齢区分別入所状況 

 

  ① ０歳児 

   ○在籍児童数の推移  

    

    

○平成 30(2018)年度 在籍児童数の年間推移 

    

 年度により増減の変動はありますが、在籍児童数は増加しています。 

平成 30(2018)年度の年間推移を見ると、4 月 1日時点では 121 人ですが、3 月 1日で

は 323 人に増加しており、途中からの入所が多いことが分かります。 

 

( 4月 1日現在) 
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② １・２歳児 

   ○在籍児童数の推移 

    

 

○平成 30(2018)年度 在籍児童数の年間推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   在籍児童数は年々増加しており、認定こども園の整備が、増加する保育ニーズの受

け皿となっていることが分かります。 

また、年間を通して入所率は高い状況にあります。 

 

( 4月 1日現在) 
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 ③ ３歳児以上 

   ○在籍児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 30(2018)年度 在籍児童数の年間推移（教育を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   就学前児童数が減少しているため、幼稚園を含めた全体の在籍児童数は年々減少

しています。 

また、保育所(園)・認定こども園の保育認定の児童数が徐々に増加している一方で、

認定こども園に移行後も、引き続き教育認定を希望している児童数も多いということ

が分かります。 

( 4月 1日現在) 
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Ｎｏ. 保育所名 定員
床面積
(㎡)

敷地面積
(㎡)

構造
建築年
(築年数）

耐用年数
到来年度
（西暦）

耐用
年度
までの
期間

1 やはた 130 1,493 2,849.06 鉄筋・コ・2階
H10・4
（21）

2058 39

2 若木 70 530 2,398.20 鉄骨造・平
S52・4
（42）

2037 18

3 城北 90 768 2,300.03 鉄骨造・2階
S56･3
（38）

2041 22

4 中久喜 60 546 2,883.59 鉄骨造・平
S50・5
（44）

2035 16

5 もみじ 90 588 1,705.32 鉄骨・モ・平
S49・5
（45）

2034 15

6 間々田北 70 499 2,274.65 鉄骨造・平
S54・5
（40）

2039 20

7 網戸 60 462 2,077.23 鉄骨・モ・平
S51・6
（43）

2036 17

8 桑 40 283 2,241.00 木造・平
S38・6
（56）

2023 4

9 出井 70 445 2,767.82 鉄骨造・平
S53・5
（41）

2038 19

10 絹 60 503 2,718.54 鉄筋・コ・平
H5・6
（26）

2053 34

第３章 公立保育所の状況                   

 

１．公立保育所を取り巻く状況 

  公立保育所については、国の三位一体の行財政改革により、平成 16(2004)年から運営

費補助金が、平成 17(2005)年から施設整備費補助金が廃止となり一般財源化(交付税措

置)されたため、公立保育所に係る運営費・施設整備費に対する市の負担が増加してい

る状況です。 

  さらに、令和元(2019)年 10 月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、公立保育所に

係る費用負担が増し、市の財政負担は益々厳しいものになっています。 

２．公立保育所の施設 

  公立保育所は、築年数 40 年を超える施設も多く、市の公共施設劣化度調査において

劣化が進んでいると判定された施設が多くあります。 

また、施設整備費補助金が廃止されたため、市が建て替えや大規模改修等の施設整備

を直接行う場合、財政負担が非常に大きくなります。 

  こうしたことから、公立保育所の適正配置による管理運営コストの縮減を図るととも

に、民間活力の導入による施設整備を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元(2019)年度 4月 1日現在 
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＊定員 70名の公立保育所、民間保育園の、平成 30(2018)年度実績を用いて比較した。 

＊保育料の歳入は、幼児教育・保育無償化後の徴収額を見込み計上した。 

 

 

市負担差額 45, 843, 345円

市歳入計　② 4, 528, 500円 77, 559, 950円

市負担額（①－②） 73, 929, 595円 28, 086, 250円

特別保育等国県補助金 0円 2, 374, 000円

保育料（市基準） 4, 528, 500円 9, 329, 100円

運営費国補助金 0円 43, 904, 570円

運営費県補助金 0円 21, 952, 280円

特別保育補助金等 0円 4, 748, 000円

市歳出計　① 78, 458, 095円 105, 646, 200円

公立保育所 民間保育園ケース

運　営　費 78, 458, 095円 100, 898, 200円

国　1/2 県1/4
保護者が支払う

保育料
（市が規定）

負担基本額 利用者負担額

保育園運営費

市負担額

（民間保育園）

市 1/4
市

（減免分）

市負担額

（公立保育所）

３．公立保育所の運営に係る費用 

民間保育園の運営に係る費用は、国・県・市・事業者が、それぞれの割合に基づき負

担しています。一方で、公立保育所の運営に係る費用は全額市の負担となっており、民

間保育園と比較すると、公立保育所に係る費用負担は非常に大きくなっています。 

 

【保育所(園)の運営費負担割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公立保育所と民間保育園の運営費負担の比較（定員 70 名の例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

４．公立保育所の役割 

  児童福祉法第 24条第 1項において、「市は保育に欠ける児童について、保護者から申

し込みがあった場合、保育所において保育しなければならない」と、市の責務を規定し

ています。 

これまで、公立保育所はその責務を担い、長年、働く保護者を直接支援するとともに、

すこやか保育など特別な支援を必要とする児童や養育面の問題等で関係機関との連携・

協力が必要な児童の支援に先導的な役割を果たしてきました。 

一方で、民間保育園は、効率的な運営に努めながら、柔軟性・機動性を発揮し、園の

保育理念や特色を生かして、多様な保育ニーズに迅速かつ柔軟に対応しています。 

社会情勢が変化するなか、公立保育所には次のような役割が求められています。 

① 民間保育園等への支援 

地域の保育の質の維持及び向上を目的に、民間保育園等への助言、相談対応をはじ

めとした支援を行います 。 

② 保育における発達支援及び援助の強化 

個別の支援を必要とする子どもや養育に不安を感じている家庭等に対し、適切な発

達支援や援助のあり方等を研究し、関係機関や民間保育園等とネットワークを構築し

ながら必要な援助を行います。 

③ 地域における子育て支援及び連携強化 

公立保育所が有する資源を活用し、行政及び公的機関との連携の拠点としての役割

を果たし、地域の子育て支援及び地域連携の基幹的役割を担います。 

持続可能な保育施設の整備を推進するためには、民間活力の導入が不可欠と言えます。

一方で、公立保育所が長年培ったスキルと期待される役割を踏まえ、それぞれの特徴を

活かし、保育施設をバランス良く配置していくことも必要です。 

公立保育所と民間保育園の役割分担を進め、多様な保育サービスの充実とともに必要

とされる保育体制を効率的に構築していけるよう、保育所整備を推進していく必要があ

ります。 
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公立 私立

2
桑
絹

桑 2 5 -

絹 1 - 1 -

全 体 10 24 12 6

-

穂積 - - 1 1

中 - - 1 -
美
田

豊田 - 1 -

生井 1 - 1 -

-

大谷 1 8 2 3

間
々
田

間々田 2 2 3

寒川 - - - -

地　区
保育所（園）

認定こども園 幼稚園

小山 3 8 3 -

第４章 教育・保育施設の地区別設置状況と整備の方向性            

 

１．地区別の教育・保育施設数 

令和元(2019)年度の市内地区別の教育・保育施設の設置状況は表のとおりです。幼稚

園に関しては、今後更に認定こども園への移行が進む見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地区別の就学前児童数及び教育・保育施設の定員枠 

次の表は、令和元(2019)年度 4月 1 日現在の地区別の就学前児童数と、教育・保育施

設の定員枠（認可定員）を記載したものです。児童数に対する施設の定員枠は地区によ

ってバラつきがみられますが、車等を利用して通勤している世帯が多いことから、地区

内の施設に限らず周辺の施設を利用している児童も多いものと推測されます。 

0・1・2歳児に関しては、未だ定員枠が少ないため、女性就業率や育児休業取得率の

動向を注視しながら、施設整備や定員枠の見直し等による量の拡大が必要です。 

3・4・5 歳児に関しては、今後大規模幼稚園の認定こども園への移行が進むことによ

り、保育定員の増加が見込まれます。また、預かり保育を利用した幼稚園における保育

の必要性のある児童の受入れが増加していることも考慮し、全体のバランスを取りなが

ら施設整備を行う必要があります。 

令和元(2019)年度 4月 1日現在 
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児童数 定員
児童数に対
する定員枠

児童数 定員
児童数に対
する定員枠

351 41.1%

地　区
０歳児 １・２歳児

小山 408 107 26.2% 855

254 30.1%大谷 408 91 22.3% 843

464 163 35.1%

間
々
田

間々田 234 53 22.6%

533.3%生井 7 9 128.6% 6 32

0.0%寒川 2 0 0.0% 10 0

22 23.7%

美
田

豊田 41 6 14.6% 93

30 100.0%中 8 4 50.0% 30

20 45.5%穂積 19 10 52.6% 44

343 190 55.4%
桑
絹

桑 132 48 36.4%

70.7%絹 23 8 34.8% 41 29

40.0%全 体 1,282 336 26.2% 2,729 1,091

①地区別の児童数と保育施設の定員枠（０・１・２歳児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地区別の児童数と教育・保育施設の定員枠（３・４・５歳児） 

   

定員
児童数に対す
る定員枠

定員
児童数に対す
る定員枠

定員
児童数に対す

る定員枠

104.7%

556.3%

125.5%

40.0%

70.3%

30.8%

89.4%

39.3%

95.2%

0.0%

244.2%

598.6%

170.7%

124.0%

111.2%

105

425

857

93

4,677

395

630

30

2,956

139.5%

42.3%

45.2%

84.0%

40.9%

45

間
々
田

小山

大谷

生井 21

桑

中

穂積

43 60

71 30

地　区

美
田

4,207 1,721

502 227

75 63

129

児童数
保育定員

59

間々田

桑
絹

全 体

絹

42

寒川

豊田

46.0%

26.6%

38.9%

281.0%

0.0%

32.6% 0

78.2%

376.2%

0.0%

1,125 116.0%1,460

619

79

0

42 32.6%0.0%

教育定員 合計

792 308

17 0

597

1,259 335

1,298 400

311

20

0

76.8%997
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３．各地区における整備の方向性 

【小山地区】 

   中心市街地の人口減少や高齢化が進む一方、駅周辺地区の再開発が行われており、

東城南地区周辺では人口集積が進み小学校が新設されるなど、保育ニーズの増加が見

込まれる地域もあります。特に東城南地区周辺は今後も人口集積が進む見通しである

ことから、引き続き保育定員の拡大・確保が必要です。地区内に公立保育所は 3 施設

（やはた保育所・若木保育所・城北保育所）あり、若木保育所については令和 3(2021)

年 4月に民営化することが決定しています。 

【大谷地区】 

   駅東側の中心市街地活性化に伴い犬塚地区周辺の人口集積が進むとともに、現在、

神鳥谷南地区では市の都市計画に基づく開発が行われており、その周辺にも住宅が建

設され人口が増加している地域がみられます。今後、保育ニーズの大幅な増加が見込

まれるため、保育施設の新設が必要と思われます。地区内に公立保育所は１施設（中

久喜保育所）あり、現在の公立保育所整備の実施計画では出井保育所に統合する整備

方針となっていますが、保育ニーズの大幅な増加が見込まれることから、保育量を確

保するための施設整備が必要な状況にあります。 

【間々田地区】 

   美しが丘地区やその周辺で人口集積が進んでおり、今後も集積性が高まる見込です。

全体として児童数に対する保育施設の定員枠が少ない状況にあり、今後も保育ニーズ

の増加が見込まれる地域があることから、引き続き保育定員の拡大・確保を図る必要

があります。地区内に公立保育所は 3 施設（もみじ保育所・間々田北保育所・網戸保

育所）あり、現在の公立保育所整備の実施計画ではもみじ保育所を間々田北保育所に

統合する整備方針となっていますが、保育ニーズの増加が見込まれることから、保育

量を確保するための施設整備が必要な状況にあります。 

【美田地区】 

   地区内に公立保育所は設置されていないため、地域の拠点となる民間施設をはじめ

周辺の施設を利用している児童が多いものと推測します。大幅な保育ニーズの増加は

見込まれませんが、引き続き民間保育施設を中心に、必要な保育量を確保できるよう

周辺の保育施設を有効活用していく必要があります。 

【桑絹地区】 

   他の地区と比べ就学前児童数に対する施設の定員枠は多い状況にありますが、0・1・

2歳児に関しては未だ不足している状況にあります。地区内に公立保育所は 3施設（桑

保育所・出井保育所・絹保育所）あり、現在の公立保育所整備の実施計画では、桑保

育所を出井保育所に統合する整備方針となっています。桑保育所は定員 40名の小規模

な保育所で 4 年後に施設の耐用年数を迎えますが、市全体の必要な保育量を確保する

必要があることから、新たな施設整備が必要な状況にあります。 
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第５章 保育所整備の方針                

 

１．基本事項 

  社会・経済の動向、保育ニーズに合致した将来的に持続可能な保育施設の整備につい

て、公立保育所、民間保育園、認定こども園、幼稚園等との連携を図りながら、以下の

4点を基本事項として計画的に取り組んでいきます。 

(１) 保育ニーズの増加に対応しつつ就学前児童の推移を踏まえた整備 

合計特殊出生率が減少傾向にあるため、少子化対策を重点に取り組んでいるところで

すが、就学前児童は近年減少傾向にあります。一方、女性就業率の向上や核家族化に伴

い保育ニーズは増加しており、特に、0～2歳児に関しては未だ受入枠が少ないことから、

その整備が急がれます。 

今後の保育を必要とする児童数の動向を予測しながら、人口や保育ニーズの推移に対

応する保育施設の増設を図りつつ、将来的には施設の統廃合等により適正な保育供給量

を保っていけるような整備計画とします。 

(２) 民間活力を活かした民設民営方式による保育所整備 

国の三位一体の行財政改革により、公設公営による保育施設の整備は、市の財政負担

が重く難しい状況にあります。「民間にできることは民間で」という考え方に沿って、

保育施設の新設・増設等の整備は、民間活力を活かした民設民営を基本に実施します。 

また、10月から幼児教育・保育の無償化が開始され、公立保育所の運営に係る財政負

担は益々重くなることが懸念されます。今後も保育ニーズの増加が見込まれ、引き続き

保育定員の拡大・確保を図る必要があることから、効率的・効果的な保育施設の整備・

運営を図るため更なる公立保育所の民営化を推進します。 

(３) 幼児期の教育・保育の一元化を踏まえた整備 

認定こども園の普及、幼稚園における預かり保育の長時間化など、幼児教育・保育の

一元化が進み、従来の「保護者が共働きの家庭は保育園へ」という選択肢だけでなく、

保育所(園)、認定こども園、幼稚園等の中から、園の運営方針、施設、教育・保育の内

容、利便性等を総合的に考慮し、保護者が通園する施設を選択できるようになってきま

した。特に 3～4 歳児の保育施設整備については、都市計画等を考慮しつつ、教育・保

育施設全体のバランスを取りながら実施していきます。 

(４) 公私の役割分担と民間施設との連携による多様な保育ニーズへの対応 

保育ニーズの増加とともに、延長保育、病児保育、休日保育等の多様な保育メニュー

の展開が求められており、習い事や送迎等の付加的なサービスを期待する調査結果も出

ています。公立保育所は、市の行政組織の一つであるため、職員採用、予算、運営等に

おいて機動性・柔軟性に欠ける面があり、全市的に均一な保育内容が求められるため保

育所ごとに異なる対応が難しい状況にあります。民間活力を活かし、可能な限り多様な

保育メニューが提供できるように整備する必要があります。 

一方で、公立保育所は、個別の支援を必要とする子どもや養育に不安を感じている家 
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庭等に対し、適切な発達支援や援助のあり方等を研究し、関係機関や民間保育園等とネ

ットワークを構築しながら必要な援助を行う役割が求められています。また、これまで

担ってきた地域における人権教育、保育の質の向上を目的とした民間保育園への相談・

助言をはじめとする支援など、市内の子育て支援及び地域連携の基幹的な施設としての

機能を強化しつつ整備を進めていく必要があります。 

 

２．整備の方向性 

(１) 公立保育所の整備 

地 区 保育所名 整備の方向性 

小 山 

や は た  
市の中央部に位置し、平成 10 年に建設された公立保育所で

あることから、市の拠点施設として存続する。 

若 木 
民営化し保育定員を確保することで決定しており、令和 3年

4月の開園を目標に準備を進めていく。 

城 北 
昭和 56 年に建設された公立保育所であり、市の中央部に位

置することから、市の拠点施設として存続する。 

大 谷 中 久 喜  
大谷地区北部に位置し人口集積が進む犬塚地区に近いこと

から、民営化し保育定員を確保する方向とする。 

間々田 

も み じ  
間々田駅東側の人口集積が進む地区に近いことから、民営化

し保育定員を確保する方向とする。 

間々田北 
間々田地区北部に位置し、昭和 54 年に建設された公立保育

所で、施設の長寿命化を図り、市の拠点施設として存続する。 

網 戸 
市全体の保育量を確保するために、保育ニーズが落ち着くま

での間、当面存続とする。 

桑・絹 

 桑   

令和 5 年に施設の耐用年数を迎え、定員 40 名の小規模な保

育施設であることから、統合または民営化し 0～2 歳児を中

心に保育定員を確保する方向とする。 

出 井 
市全体の保育量を確保するために、保育ニーズが落ち着くま

での間、当面存続とする。 

 絹   
市全体の保育量を確保するために、保育ニーズが落ち着くま

での間、当面存続とする。 

 

(２) 民間保育施設の整備 

 「第 2 次 子ども・子育て支援事業計画」で計画している保育の量を確保するために、

本計画における保育所整備の基本方針及び公立保育所整備の実施計画に基づき、順次整

備を行うこととします。なお、具体的な施設を整備する地域や定員等に関しては、子ど

も・子育て会議において改めて検討したうえで決定していきます。 
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令和２年度
(2020)

３年度
(2021)

４年度
(2022)

５年度
(2023)

６年度
(2024)

地　区

小　山

保育園名

大　谷

●（仮称）駅東駅前保育園
　　（０・１・２歳児中心）
　　（新設　公設民営）

●（仮称）大谷地区保育園
　　（０・１・２歳児中心）
　　（新設　民設民営）

年度　(年）

令和3年度開設

令和４年度目標

令和２年度
(2020)

３年度
(2021)

４年度
(2022)

５年度
(2023)

６年度
(2024)

市の拠点施設として存続

市の拠点施設として存続

市の拠点施設として存続

当面存続

当面存続

当面存続

10 9 9 8 7

＊公立保育所①～⑩は、令和元年4月1日現在としております。

大　谷 ④中久喜保育所
民営化し保育定員を確保

統合または民営化し保育定員を確保

⑩絹保育所

⑨出井保育所

⑥間々田北保育所

⑤もみじ保育所

地　区 公立保育所

年度　(年）

①やはた保育所

小　山 ②若木保育所

③城北保育所

　公立保育所の施設数

⑦網戸保育所

桑・絹

⑧桑保育所

間々田

民営化し保育定員を確保

令和3年度民営化

令和７年度目標

令和６年度目標

令和5年度目標

保育所(園)整備の実施計画 

●公立保育所整備の実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●民間保育園整備の実施計画 
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第６章 計画の推進に向けて                

 

１．計画の推進体制 

本計画の推進にあたり、行政、教育・保育施設関係者、その他子育てに関わる関係団

体・機関が相互に連携し、其々の役割分担に基づき認識を共有しながら、社会・経済の

動向、保育ニーズに合致した持続可能な保育施設の整備に積極的に取り組んでいくもの

です。 

 

２．計画の進捗管理 

本計画は「第 2 次 小山市子ども・子育て支援事業計画」における教育・保育の利用

児童数の見込みと確保の方策に基づき、市内保育施設の整備を効果的・効率的に実施す

るためのものです。 

保育ニーズの推移や教育・保育の受け皿確保の実績に応じ、毎年計画の検証・見直し

を図りながら、こども課・公立保育所・民間保育施設等が連携を図り計画的に取り組ん

でいきます。 
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資料編 

 

１ 小山市子ども・子育て会議条例 

○小山市子ども・子育て会議条例 

平成２５年６月２７日 

条例第４６号 

改正 平成２７年３月２０日条例第２号 

平成２９年３月１５日条例第６号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第

７７条第１項の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する審議機関として、小山市

子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。 

(1) 法第２７条第１項の特定教育・保育施設の利用定員の設定に際し市長が行う意

見聴取に対する意見を述べること。 

(2) 法第２９条第１項の特定地域型保育事業の利用定員の設定に際し市長が行う

意見聴取に対する意見を述べること。 

(3) 法第６１条第１項の規定に基づく小山市子ども・子育て支援事業計画の策定又

は変更に際し市長が行う意見聴取に対する意見を述べること。 

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

（組織） 

第３条 子育て会議は、１５人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

(1) 市議会議員 

(2) 子どもの保護者 

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(4) 学識経験を有する者 

(5) その他市長が必要と認める者 
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（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 子育て会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

２ 子育て会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 子育て会議は、特に必要があると認めるときは、子育て会議の会議に関係者の

出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 子育て会議の庶務は、保健福祉部子育て包括支援課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２０日条例第２号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１５日条例第６号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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２ 小山市子ども・子育て会議委員名簿 

 

№ 区 分 団体等名 氏 名 備考 

１ 市議会議員 小山市議会 青木
あ お き

 美智子
み ち こ

  

２ 〃 小山市議会 小林
こばやし

 英恵
は な え

  

３ 子どもの保護者 小山市ＰＴＡ連合会 諏訪
す わ

 佳代子
か よ こ

  

４ 〃 小山市幼稚園ＰＴＡ連合会 飯野
い い の

 佳
よし

昭
あき

  

５ 〃 小山市私立保育園保護者会 片 柳
かたやなぎ

 裕介
ゆうすけ

  

６ 
子ども・子育て支

援関係事業者 
小山市幼稚園連合会 小野瀬

お の せ

 隆
たか

久
ひさ

  

７ 〃 小山市私立保育園協議会 齋藤
さいとう

 好子
よ し こ

  

８ 〃 小山市学童保育クラブ連合会 小井
いさらい

 千代子
ち よ こ

  

９ 〃 認定こども園対策委員会 平野
ひ ら の

 章
あき

雄
お

 副会長 

１

０ 
〃 小山市校長会 亀山

かめやま

 孝
たか

明
あき

  

１

１ 
学識経験者 白鷗大学名誉教授 川瀬

か わ せ

 善美
よ し み

 会長 

１

２ 
その他 小山市自治会連合会 齋藤

さいとう

 榮一
えいいち

  

１

３ 
〃 

小山市民生委員児童委員協議

会 
太田
お お た

 恵美子
え み こ

  

１

４ 
行政 栃木県県南健康福祉センター 重田

し げ た

 恭 一
きょういち

  

１

５ 
〃 小山市副市長 加藤

か と う

 賢一
けんいち
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３ 小山市子ども・子育て支援事業計画策定委員会設置要綱 

○小山市子ども・子育て支援事業計画策定委員会設置要綱 

平成２５年５月２７日 

規程第５１号 

改正 平成２６年３月３１日規程第１２号 

平成２７年３月３１日規程第２９号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条の規定に基

づく小山市子ども・子育て支援事業計画（以下「事業計画」という。）の策定に

資するため、小山市子ども・子育て支援事業計画策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、事業計画の策定に関し必要な事項について調査検討する。 

（組織等） 

第３条 委員会は、別表第１に掲げる委員をもって組織する。 

２ 委員長には市長、副委員長には副市長の職にある者をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

（幹事会） 

第５条 委員会の所掌事務を補佐するため、小山市子ども・子育て支援事業計画

策定委員会幹事会（以下「幹事会」という。）を置く。 

２ 幹事会は、別表第２に掲げる幹事をもって組織する。 

３ 幹事会に会長及び副会長を置き、会長には保健福祉部長の職にある者をもっ

て充て、副会長は幹事の中から会長が指名する。 

４ 幹事会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 
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５ 幹事会は、特に必要があると認めるときは、幹事会の会議に関係者の出席を

求め、その意見を聴くことができる。 

６ 幹事会は、その会議、活動等の経過、結果等を委員会に報告するものとする。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、保健福祉部子育て包括支援課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、事業計画が策定されたときにその効力を失う。 

附 則（平成２６年３月３１日規程第１２号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日規程第２９号）抄 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

市長 副市長 総合政策部長 総務部長 市民生活部長 保健福祉部長 

経済部長 都市整備部長 教育部長 

別表第２（第５条関係） 

保健福祉部長 総合政策部総合政策課長・財政改革課長 

総務部行政経営課長・男女共同参画課長 市民生活部市民生活課長 

保健福祉部福祉課長・子育て包括支援課長・こども課長・健康増進課長 

経済部農政課長・商業観光課長・工業振興課長 都市整備部都市計画課長 

教育委員会事務局教育総務課長・学校教育課長・生涯学習課長 
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４ 計画策定の経過 

 

№ 開催月 会 議 名 内 容 

 令和元(2019)年   

1 ７月１１日 第１回子ども・子育て支援事業計画策定委員会

幹事会 

計画概要（骨子案） 

ニーズ結果報告 

事業実績報告 

保育所整備計画(概要案) 

2 ７月１９日 第１回子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

3 ９月 ３日 第１回子ども・子育て会議 

4 １０月２８日 第２回子ども・子育て支援事業計画策定委員会

幹事会 

計画（素案） 

5 １０月３１日 第２回子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

6 １１月 ６日 第２回子ども・子育て会議 

 令和２(2020)年   

7 １月 ９日 第３回子ども・子育て支援事業計画策定委員会

幹事会 

計画（素案） 

8 １月１０日 第３回子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

9 １月１５日 庁議 計画（素案） 

10 １月２３日 議員説明会 計画（素案） 

11 １月２４日 

～２月６日 

パブリックコメント 計画（素案） 

12 ２月１９日 第４回子ども・子育て支援事業計画策定委員会

幹事会 

計画（案） 

パブコメ報告 

13 ３月 ３日 第４回子ども・子育て支援事業計画策定委員会 

14 ３月 ６日 第３回子ども・子育て会議 

15  ３月１０日   庁議 計画決定 
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５ SDGs（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた計画の推進 

 

 

SDGs（持続可能な開発目標）の視点を踏まえた計画の推進 

 

 

■  SDGs（エス・ディー・ジー・ズ＜Sustainable Development 

Goals＞とは、2015（平成 27）年 9 月の国連サミットで採択され

た「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて掲げられた、

2016（平成 28）年から 2030（令和 12）年までの国際目標で

す。 

 

■  SDGs では「地球上の誰一人として取り残さない」を基本理念

に、経済・社会・環境の諸課題を統合的に解決し、持続可能な世界を

実現するため、17 の目標と 169 のターゲットが掲げられていま

す。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


